


 
 
  



 

 

 
 
 

 
は じ め に 

 

 

 八女市は、平成１８年１０月に上陽町と、平成２２年２月に

黒木町・立花町・矢部村・星野村と合併し、県下２位の面積を

有する広範な新「八女市」として生まれ変わり１０年が経過し

ました。 

合併当初７万人を超えていた人口も、令和２年１０月時点

では６万２千人程度まで減少しています。また、本市の高齢化率は３５．６％と、全国平

均の２８．７％を大きく上回っています。特に一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯は、

８，５０１世帯にのぼり、全世帯数の３３．９％を占めています。 

本市では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立して日常生活を営むことができる

よう、医療、介護、住まい、生活支援、介護予防を包括的に確保する地域包括ケアシステ

ムを推進してきました。 

本計画は、国の方針や第７期計画における取り組みを踏まえ、令和２２（２０４０）年

を見据えた中長期的な視点を持ち、介護保険制度の持続可能性の確保と地域共生社会の実

現の一端を担う地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を図ることとして策定しまし

た。 

また、今後の八女市の将来目標や施策を示す「第５次八女市総合計画」の個別計画とし

て、高齢者福祉等を推進する計画であるとともに、八女市地域福祉計画をはじめ関連計画

との調和を図っています。 

なお、この計画の実現にあたっては、保健、医療、介護及び福祉関係者や市民の皆様と

の協働が不可欠であり、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、熱心にご審議いただきました八女

市介護保険事業計画等策定委員の皆様をはじめ、ご協力をいただきました関係者や市民の

皆様に心から御礼申し上げます。 

 

    令和３年３月 

 

                    八女市長  三田村 統之 
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第１章 計画の基本的な考え方 
１．計画策定の背景と趣旨 

我が国は令和７（2025）年に「団塊の世代」1すべてが 75 歳以上となり、令和 22（2040）

年には「団塊ジュニア世代」2が 65 歳以上となるなど、人口の高齢化がさらに進行し、介

護が必要となるリスクの高い 85 歳以上の高齢者の増加が予想されています。 

一方、医療や介護のニーズがより高まる 75 歳以上人口は都市部では急速に増加するも

のの、地方では緩やかな増加に留まったり、高齢者人口自体が減少に転じたりするなど、

国内でも各地域で高齢化の状況は大きく異なってくることが見込まれています。 

このような状況が見込まれるなか、国は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立

して日常生活を営むことができるよう、医療、介護、住まい、生活支援、介護予防を包括

的に確保する「地域包括ケアシステム」を推進してきました。地域包括ケアシステムは、

地域共生社会の実現に向けた基盤となることから、今後も一層取り組みを推進していく

必要があります。 

本市は、国の方針や第７期計画における取り組みを踏まえ、令和７（2025）年、令和 22

（2040）年を見据えた中長期的な視点を持ち、介護保険の安定した運営と地域共生社会

の実現の一端を担う地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を図ることを目的とし

て、本計画を策定するものです。 

【地域包括ケアシステムの概要】 

 
 

 

 

 
1 「団塊の世代」：昭和 22（1947）年～24（1949）年頃生まれの方 
2 「団塊ジュニア世代」：昭和 46（1971）年～49（1974）年頃生まれの方 

地域共生社会とは、高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野ごとの枠や「支

える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域をともに創っていく社会のことをいいます。 
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第 ５ 次 八 女 市 総 合 計 画  

２．計画の位置づけ 
本計画は、老人福祉法（第 20 条の 8）の規定による「市町村老人福祉計画」、及び介護

保険法（第 117 条）の規定による「市町村介護保険事業計画」を一体のものとして策定

しています。 

本計画は、「第５次八女市総合計画」（基本構想計画期間：令和３～12 年度）を上位計

画とし、福祉分野の各個別計画に共通する理念や取り組み等を定めた「第２次八女市地

域福祉計画・地域福祉活動計画」等の本市の関連計画と整合性を図り策定するものです。

なお、「第５次八女市総合計画」では、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進に向けた

施策展開を設定し、本計画と関連する内容では５つの目標を提示しています。本計画に

おいても、ＳＤＧｓの視点を取り入れた計画の推進を行い、目標の達成に向けて取り組

みます。 

また、福岡県の「高齢者保健福祉計画」や「保健医療計画」、「地域医療構想」等の関連

計画等との整合性にも配慮しています。 

 

【計画の位置づけ】 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

本計画と関連する 

SDGｓの目標 

※SDGｓについては 102 ⾴に記載しています。 

八女市地域福祉計画・ 

地域福祉活動計画 

八女市保健事業 

実施計画 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

八女市都市計画 

マスタープラン 

市のその他の 

関連計画 

八女市地域防災計画 
八女市高齢者福祉計画 
第８期介護保険事業計画 

八女市障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画 ≪高齢者福祉計画≫ 

高齢者福祉全般に関する 

総合的な計画 
八女市地域公共 

交通網形成計画 
八女市健康増進計画 

≪介護保険事業計画≫ 

介護保険事業等の円滑実施 

のための事業計画 
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３．計画の期間 
本計画は介護保険法に基づき、令和３～５年度までの３ヶ年の計画として策定します。 

本計画期間は、「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和７（2025）年度、「団塊ジュニア

世代」が 65 歳以上になる令和 22（2040）年度を見据え中長期的な視点に立った施策の展

開を行います。 

 

【計画の期間】 
H27 
2015 

H28 
2016 

H29 
2017 

H30 
2018 

R1 
2019 

R2 
2020 

R3 
2021 
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R6 
2024 

R7 
2025 

R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．計画の策定体制 
本計画の策定にあたっては、高齢者福祉に関係する団体の代表者や知識経験者等で構

成する「八女市介護保険事業計画等策定委員会」を設置し、計画の検討・確認を行いまし

た。 

このほか、高齢者等に対するアンケート調査や計画原案に対するパブリックコメント

を行い、計画への市民意見の反映に努めました。 
 

 

５．計画の進⾏管理体制 
介護保険事業計画等推進委員会や地域包括支援センター運営協議会等において、本計

画の実施状況・進捗状況等の管理及び評価を行い、高齢者を取り巻く状況の変化等に対

応した、より効果的な事業の実施方法を検討するなど、適切な進行管理を行っていきま

す。あわせて計画の達成状況等について公表していきます。 
 

 

６．災害や感染症対策に係る体制整備 
近年の災害発生状況や新型コロナウィルス感染症の流行を踏まえ、日ごろから介護事

業所等との連携強化に努め、様々な非常事態に備えて適切な対応が行えるように準備し

ます。

令和７（2025）年度までの中長期的見通し 

「団塊の世代」 

が 65 歳に 

第６期計画 第９期計画 第１０期計画 第７期計画 

令和 22（2040）年度に向けたサービス・人的基盤の整備 

第８期計画 

「団塊の世代」 

が 75 歳に 
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第２章 高齢者等の福祉に関する現状と将来推計 
 

１．市の位置・地勢 
本市は福岡県の南部に位置し、総面積 482.44ｋ㎡で、県内では北九州市に次ぐ広大な

面積であり、西部は平野で、東及び南東部は森林が大半を占めています。 

また、一級河川の矢部川やその支流の星野川など大小の河川が、概ね市域の東から西

にかけて流れています。 

本市の西部では、国道３号が南北を貫き、これと交差して国道 442 号が東西に走り西

端には九州縦貫自動車道と接続する八女インターチェンジがあります。 

 

【本市の位置】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

芦屋町

岡垣町

宗像市

福津市

宮若市

久山町

福岡市

糸島市

篠栗町
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太宰府市

那珂川町
筑紫野市

小郡市

大刀洗町

筑前町

朝倉市
東峰村

添田町

久留米市

広川町

筑後市大川市

柳川市

みやま市

大牟田市

八女市

う き は市

嘉麻市

飯塚市
粕屋町

古賀市

鞍手町

直方市

中間市
北九州市

水巻町
遠賀町

志免町

春日市

大野城市

大木町

桂川町

糸田町

田川市

小竹町
福智町

大任町
赤村

みやこ町

行橋市

香春町

苅田町

築上町

豊前市
上毛町

吉富町

新宮町

川崎町

八女市

八女地区 

立花地区 

上陽地区 

黒木地区 

星野地区 

矢部地区 
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２．高齢者等の状況 
（１）人口や高齢化の状況 

① 高齢者数・高齢化の状況 
本市の令和２年 10 月１日時点の総人口は 62,064 人、高齢化率は 35.6％と、およそ市

民の３人に１人が 65 歳以上の高齢者という状況です。 

高齢化の状況を地区別にみると、八女地区の高齢化率は 30.2％ですが、八女地区以外

の５地区では高齢化率が 40％～50％前後となっており、地区ごとに高齢化率に差がみら

れます。 

特に矢部地区では、高齢化率が 52.7％と住民の半分が高齢者であり、後期高齢化率も

36.2％と、本市で最も高齢化が進んでいます。 
 
 

【高齢者数・高齢化の状況（地区別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

⼋⼥地区 上陽地区 ⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区

人
口
（
人
）

高齢者人口（65歳以上） 後期高齢者人口（75歳以上）
高齢化率 後期高齢化率

⼋⼥地区 上陽地区 ⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区 市全体（合計）
（人） 37,460 2,675 9,818 8,722 1,053 2,336 62,064

高齢者人口（65歳以上） （人） 11,318 1,165 4,333 3,717 555 1,036 22,124

後期高齢者人口（75歳以上） （人） 5,712 665 2,438 2,036 381 651 11,883
（％） 30.2 43.6 44.1 42.6 52.7 44.3 35.6

後期高齢化率 （％） 15.2 24.9 24.8 23.3 36.2 27.9 19.1

総人口

高齢化率

（資料）住⺠基本台帳（令和 2 年 10 月１日現在） 
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② 人口と高齢化率の推移 
本市の総人口は減少傾向にあり、合併当初（平成 22 年２月）に、７万人を越えていた

人口も、平成 23 年度には７万人を下回り、令和２年 10 月１日時点では 62,000 人程度ま

で減少しています。 

年齢別の人口構成をみると、年少人口（０～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）は一

貫して減少傾向にあります。 

 

 

【人口の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位︓人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

平成27年
(2015)

平成28年
(2016)

平成29年
(2017)

平成30年
(2018)

令和元年
(2019)

令和２年
(2020)

総人口 70,426 69,571 68,996 68,141 67,343 66,318 65,590 64,896 63,992 63,007 62,064 
 年少人口（0〜14歳） 8,642 8,472 8,128 7,962 7,889 7,758 7,643 7,520 7,482 7,357 7,239 
 ⽣産年齢人口（15歳〜64歳） 41,411 40,920 40,351 39,332 38,206 37,129 36,247 35,484 34,470 33,581 32,701 
 高齢者人口（65歳以上） 20,373 20,179 20,517 20,847 21,248 21,431 21,700 21,892 21,970 22,069 22,124 
  前期高齢者人口（65歳〜74歳） 8,798 8,447 8,642 8,891 9,207 9,381 9,552 9,711 9,933 10,049 10,241 
  後期高齢者人口（75歳以上） 11,575 11,732 11,875 11,956 12,041 12,050 12,148 12,181 12,037 12,020 11,883 
 高齢化率 28.9% 29.0% 29.7% 30.6% 31.6% 32.3% 33.1% 33.7% 34.3% 35.0% 35.6%
  前期高齢化率 12.5% 12.1% 12.5% 13.0% 13.7% 14.1% 14.6% 15.0% 15.5% 15.9% 16.5%
  後期高齢化率 16.4% 16.9% 17.2% 17.5% 17.9% 18.2% 18.6% 18.8% 18.8% 19.1% 19.1%

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

（人）
平成22年

(2010)
平成23年

(2011)
平成24年

(2012)
平成25年

(2013)
平成26年

(2014)
平成27年

(2015)
平成28年

(2016)
平成29年

(2017)
平成30年

(2018)
令和元年

(2019)
令和２年

(2020)

20.0%
22.0%

24.0%
26.0%

28.0%
30.0%

32.0%
34.0%

36.0%
38.0%

　年少人口（0～14歳） 　生産年齢人口（15歳～ 64歳） 　高齢者人口（65歳以上） 　高齢化率

（資料）住⺠基本台帳（10 月 1 日現在） 
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また、本市の高齢化率は全国・福岡県よりも非常に高い水準で推移しており、全国平

均を 6.9％上回っています。 

 

【高齢化率の推移（全国・福岡県・⼋⼥市）】 
 

 
（資料）︓【⼋⼥市】住⺠基本台帳（10 月 1 日現在） 

    【福岡県】福岡県公表データより 

    【全 国】総務省統計局推計⼈⼝（10 月 1 日現在） 
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（２）高齢者世帯の状況 
高齢者世帯の状況をみると、本市の「一人暮らし高齢者世帯」と高齢夫婦等の「その他

の高齢者のみの世帯」を合計した割合は、八女地区で 29.4％ですが、八女地区以外の５

地区では 38％～57.1％となっています。 

一人暮らし高齢者世帯の割合は、矢部地区で 35.3％、星野地区で 31.1％と高くなって

います。 
 

【高齢者世帯数の状況（地区別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

世
帯
数

⼋⼥地区 上陽地区 ⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

一人暮らし高齢者世帯 その他の高齢者のみ世帯

一人暮らし＋その他の高齢者のみの世帯の割合 一人暮らし高齢者世帯の割合

その他の高齢者のみ世帯の割合

⼋⼥地区 上陽地区 ⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区 市全体(合計)

15,194世帯 1,135世帯 3,837世帯 3,406世帯 499世帯 1,004世帯 25,075世帯
(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％)

2.47人/世帯 2.36人/世帯 2.56人/世帯 2.56人/世帯 2.11人/世帯 2.33人/世帯 2.40人/世帯
7,869世帯 803世帯 2,904世帯 2,514世帯 390世帯 760世帯 15,240世帯

(51.8％) (70.7％) (75.7％) (73.8％) (78.2％) (75.7％) (60.8％)
2,601世帯 251世帯 830世帯 671世帯 176世帯 312世帯 4,841世帯

(17.1％) (22.1％) (21.6％) (19.7％) (35.3％) (31.1％) (19.3％)
1,863世帯 213世帯 702世帯 624世帯 109世帯 149世帯 3,660世帯

(12.3％) (18.8％) (18.3％) (18.3％) (21.8％) (14.8％) (14.6％)
3,405世帯 339世帯 1,372世帯 1,219世帯 105世帯 299世帯 6,739世帯

(22.4％) (29.9％) (35.8％) (35.8％) (21.0％) (29.8％) (26.9％)
4,464世帯 464世帯 1,532世帯 1,295世帯 285世帯 461世帯 8,501世帯

(29.4％) (40.9％) (39.9％) (38.0％) (57.1％) (45.9％) (33.9％)

一世帯当たり人員

総世帯数

高齢者のいる世帯数

一人暮らし
高齢者世帯

その他の高齢者
のみの世帯

同居世帯

（再掲）一人暮らし ＋
 その他の高齢者のみ世帯

（資料）住⺠基本台帳（令和 2 年 10 月１日現在） 
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３．介護保険事業の状況 
（１）要介護（支援）認定者数の状況 

① 要介護（支援）認定者数の推移 
高齢者人口の増加に伴い、認定者数は増加傾向で推移しており、令和２年３月時点で

4,114 人となっています。認定率は、直近では 18％台で推移しており、福岡県平均と比

較すると低い値で推移しています。 

第７期計画値と実績値を比較すると、認定者数全体では、計画値（推計値）とほぼ同様

の割合で推移しています。また、要介護度別にみると令和元年度末で、要介護５の実績値

が計画値（推計値）を 27％下回っています。 

【要介護（⽀援）認定者数、認定率の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和2年度
(2020)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和2年度
(2020)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和2年度
(2020)

（人） 4,170 4,200 4,237 4,039 4,114 0.97 0.98 
要支援１ （人） 467 470 472 421 438 0.90 0.93 
要支援２ （人） 491 493 495 464 500 0.95 1.01 
要介護１ （人） 1,127 1,135 1,140 1,110 1,119 0.98 0.99 
要介護２ （人） 643 640 645 674 694 1.05 1.08 
要介護３ （人） 517 523 533 502 528 0.97 1.01 
要介護４ （人） 533 541 549 558 545 1.05 1.01 
要介護５ （人） 397 398 403 310 290 0.78 0.73 

第７期計画値① 実績値② 比較（②／①）

認定者数

 ※認定率は高齢者人口に占める要介護（支援）認定者数（第 2 号被保険者（40〜64 歳）を含まない）の割合 
（出典）平成 23 年度から平成 29 年度︓厚⽣労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 
      平成 30 年度から令和元年度︓「介護保険事業状況報告（3 月月報）」 
（資料）厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システム 

平成24年
3月末

平成25年
3月末

平成26年
3月末

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

平成30年
3月末

平成31年
3月末

令和2年
3月末

（人） 3,522 3,711 3,802 4,032 4,076 4,080 4,040 4,039 4,114 
認定者数（要支援１） （人） 590 616 604 619 528 471 402 421 438 
認定者数（要支援２） （人） 467 445 481 485 520 486 467 464 500 
認定者数（要介護１） （人） 808 901 931 1,035 1,034 1,103 1,168 1,110 1,119 
認定者数（要介護２） （人） 508 523 540 537 621 619 645 674 694 
認定者数（要介護３） （人） 440 477 484 520 518 492 502 502 528 
認定者数（要介護４） （人） 395 417 451 514 528 531 511 558 545 
認定者数（要介護５） （人） 314 332 311 322 327 378 345 310 290 

（%） 17.3 17.9 18.1 18.9 18.9 18.7 18.5 18.3 18.7 
（%） 18.8 19.2 19.1 19.3 19.2 19.1 19.1 19.1 19.1 
（%） 17.3 17.6 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 18.3 18.5 

認定者数

認定率
認定率（福岡県）
認定率（全国）

16.5
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%)
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認定者数（要介護５）

認定者数（要介護４）

認定者数（要介護３）

認定者数（要介護２）

認定者数（要介護１）

認定者数（要支援１）

認定者数（要支援２）

認定率

認定者数（要支援２）

認定者数（要支援１）
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本市の認定率を地区別にみると、矢部地区で 23.8％、星野地区で 21.8％と高くなって

います。 
 

【要介護（支援）認定者の状況（地区別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

② 調整済み認定率の分布 
「調整済み認定率」3の分布をみると、本市は近隣の久留米市や福岡県全体、全国に比

べて、軽度認定率・重度認定率がともに低くなっています。 

【調整済み認定率の分布】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
3「調整済み認定率」：認定率の多寡に影響する「第 1 号被保険者（65 歳以上）の性・年齢構成」の影響を除

外した認定率 

0

1,000

2,000

3,000

認
定
者
数
（
人
）

⼋⼥地区 上陽地区 ⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
認定者数 認定率

⼋⼥地区 上陽地区 ⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区 市全体（合計）

（人） 11,318 1,165 4,333 3,717 555 1,036 22,124

認定者数 （人） 1,925 224 785 562 132 226 4,057

認定率 （％） 17.0 19.2 18.1 15.1 23.8 21.8 18.3

高齢者人口

※認定率は⾼齢者⼈⼝に占める要介護（支援）認定者数（第 2 号被保険者を含まない）の割合 
 市全体の認定者数には、市外居住者を含む。 

（資料）住⺠基本台帳（令和 2 年 10 月１日現在） 
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５
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)

（時点）令和元年(2019 年) 
（出典）厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

および総務省「住⺠基本台帳⼈⼝・世帯数」 
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（２）サービスの利⽤状況 

① 受給者数・受給率の推移 
受給者数全体は、平成 28 年度まで増加傾向でしたが、平成 29 年度以降やや減少に転

じ、令和元年度 10 月時点で 3,248 人で第１号被保険者数 22,025 人に占める受給者数の

割合は 14.7％となっています。 

また、認定者数に占める受給者の割合は、平成 29 年度以降やや減少傾向にあり、要介

護認定者のうち実際にサービスを利用していない人が増加していることがわかります。 
 
 
 

【受給者数・受給率の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（資料）厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システム 

平成26年
10月

平成27年
10月

平成28年
10月

平成29年
10月

平成30年
10月

令和元年
10月

21,201 21,409 21,719 21,859 21,907 22,025
3,998 4,062 4,074 4,064 4,046 4,085
3,374 3,482 3,518 3,381 3,270 3,248

施設サービス 757 807 809 805 828 762
居住系サービス 316 315 321 317 306 307
在宅サービス 2,301 2,360 2,388 2,259 2,136 2,179

15.9% 16.3% 16.2% 15.5% 14.9% 14.7%
施設サービス 3.6% 3.8% 3.7% 3.7% 3.8% 3.5%
居住系サービス 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
在宅サービス 10.9% 11.0% 11.0% 10.3% 9.8% 9.9%

84.4% 85.7% 86.4% 83.2% 80.8% 79.5%
施設サービス 22.4% 23.2% 23.0% 23.8% 25.3% 23.5%
居住系サービス 9.4% 9.0% 9.1% 9.4% 9.4% 9.5%
在宅サービス 68.2% 67.8% 67.9% 66.8% 65.3% 67.1%

第1号被保険者数（10月末）
認定者数（10月末）
受給者数

第1号被保険者数に占める割合

認定者数に占める割合

 ※認定者数には第 2 号被保険者を含まない 
（出典）厚⽣労働省 「介護保険事業状況報告」月報 
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② サービス類型別の受給率のバランス 
在宅サービスの受給率と施設・居住系サービスの受給率のバランスを比較すると、本

市の在宅サービスの受給率は、全国平均と同率になっていますが、施設・居住系サービス

の受給率は、全国平均や福岡県平均と比較しても高くなっています。 
 

【サービス類型別の受給率のバランス】 
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（時点）令和元年 10 月(2019 年 10 月) 
（出典）厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」月報より作成 

（資料）厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システム 
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（３）介護（予防）給付の状況 
第７期計画における介護保険サービス等の見込みについて、厚生労働省の地域包括ケ

ア「見える化」システムを用いて検証すると、認定者数は計画値を若干下回って推移して

います。 

また、総給付費を計画値と比較してみると 92％程度で低くなっています。 

サービス別の利用者数をみると、対計画比が 80％以下で低くなっているサービスは、

施設サービスの「介護療養型医療施設」、居住系サービスの「地域密着型特定施設入居者

生活介護」、在宅サービスの「訪問リハビリテーション」、「特定福祉用具販売」、「認知症

対応型通所介護」となっています。 
 
 

【第７期計画の進捗状況（主要指針）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

第1号被保険者数 （人） 21,932 22,014 21,971 22,044 99.8% 99.9%

要介護認定者数 （人） 4,040 4,056 4,098 4,121 98.6% 98.4%

要介護認定率 （%） 18.4 18.4 18.7 18.7 98.8% 98.6%

総給付費 （円） 6,220,382,848 6,353,310,505 6,662,191,000 6,895,108,000 93.4% 92.1%

施設サービス （円） 2,399,761,770 2,373,949,857 2,474,934,000 2,491,586,000 97.0% 95.3%

居住系サービス （円） 848,449,861 860,732,290 891,114,000 902,431,000 95.2% 95.4%

在宅サービス （円） 2,972,171,217 3,118,628,358 3,296,143,000 3,501,091,000 90.2% 89.1%

第1号被保険者1人あたり給付費 （円） 283,621.3 288,603.2 303,226.6 312,788.4 93.5% 92.3%

実績値 計画値
対計画比

（実績値／計画値）

【実績値】「第 1 号被保険者数」、「要介護認定者数」、「要介護認定率」は厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」9 月月報。「総給付費」は
厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値 
※「第 1 号被保険者 1 ⼈あたり給付費」は「総給付費」を「第 1 号被保険者数」で除して算出 

 
（資料）厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システム 
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【第７期計画の進捗状況（サービス利⽤者数）】 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
小計 （人） 9,756 9,222 9,828 9,888 99.3% 93.3%
介護⽼人福祉施設 （人） 5,865 5,650 5,760 5,760 101.8% 98.1%
地域密着型介護⽼人福祉施設⼊所者⽣活介護 （人） 0 0 0 0 - -
介護⽼人保健施設 （人） 3,833 3,535 3,996 4,056 95.9% 87.2%
介護医療院 （人） 0 23 0 0 - -
介護療養型医療施設 （人） 58 37 72 72 80.6% 51.4%
小計 （人） 3,727 3,734 3,912 3,960 95.3% 94.3%
特定施設⼊居者⽣活介護 （人） 985 1,003 1,092 1,140 90.2% 88.0%
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 （人） 120 73 120 120 100.0% 60.8%
認知症対応型共同⽣活介護 （人） 2,622 2,658 2,700 2,700 97.1% 98.4%
訪問介護 （人） 5,324 5,057 5,460 5,676 97.5% 89.1%
訪問⼊浴介護 （人） 148 258 204 252 72.5% 102.4%
訪問看護 （人） 2,070 2,154 2,268 2,604 91.3% 82.7%
訪問リハビリテーション （人） 607 591 1,008 1,116 60.2% 53.0%
居宅療養管理指導 （人） 3,396 3,767 3,552 4,128 95.6% 91.3%
通所介護 （人） 9,824 10,006 10,452 10,548 94.0% 94.9%
地域密着型通所介護 （人） 1,957 1,996 2,280 2,340 85.8% 85.3%
通所リハビリテーション （人） 6,675 6,975 7,212 7,452 92.6% 93.6%
短期⼊所⽣活介護 （人） 2,599 2,799 3,144 3,384 82.7% 82.7%
短期⼊所療養介護（⽼健） （人） 484 462 504 552 96.0% 83.7%
短期⼊所療養介護（病院等） （人） 0 0 0 0 - -
福祉用具貸与 （人） 11,890 12,810 11,832 12,324 100.5% 103.9%
特定福祉用具販売 （人） 229 230 312 300 73.4% 76.7%
住宅改修 （人） 254 221 264 252 96.2% 87.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人） 509 636 624 732 81.6% 86.9%
夜間対応型訪問介護 （人） 0 0 0 0 - -
認知症対応型通所介護 （人） 192 170 216 216 88.9% 78.7%
小規模多機能型居宅介護 （人） 2,015 2,013 2,136 2,376 94.3% 84.7%
看護小規模多機能型居宅介護 （人） 226 256 240 264 94.2% 97.0%
介護予防支援・居宅介護支援 （人） 22,879 23,659 27,852 28,680 82.1% 82.5%

実績値 計画値
対計画比

（実績値／計画値）

施設
サービス

居住系
サービス

在宅
サービス

【実績値】厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 
【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値 

（資料）厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システム 
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【第７期計画の進捗状況（サービス給付費）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
小計 （円） 2,399,761,770 2,373,949,857 2,474,934,000 2,491,586,000 97.0% 95.3%
介護⽼人福祉施設 （円） 1,379,707,523 1,392,823,148 1,412,245,000 1,412,877,000 97.7% 98.6%
地域密着型介護⽼人福祉施設⼊所者⽣活介護 （円） 0 0 0 0 - -
介護⽼人保健施設 （円） 998,296,138 957,486,095 1,036,105,000 1,052,113,000 96.4% 91.0%
介護医療院 （円） 0 9,088,121 0 0 - -
介護療養型医療施設 （円） 21,758,109 14,552,493 26,584,000 26,596,000 81.8% 54.7%
小計 （円） 848,449,861 860,732,290 891,114,000 902,431,000 95.2% 95.4%
特定施設⼊居者⽣活介護 （円） 177,049,129 182,794,658 194,887,000 205,892,000 90.8% 88.8%
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 （円） 24,131,186 13,867,674 24,118,000 24,129,000 100.1% 57.5%
認知症対応型共同⽣活介護 （円） 647,269,546 664,069,958 672,109,000 672,410,000 96.3% 98.8%
小計 （円） 2,972,171,217 3,118,628,358 3,296,143,000 3,501,091,000 90.2% 89.1%
訪問介護 （円） 294,305,960 282,444,360 285,979,000 305,468,000 102.9% 92.5%
訪問⼊浴介護 （円） 8,346,101 20,216,546 13,947,000 19,919,000 59.8% 101.5%
訪問看護 （円） 77,192,237 84,457,033 100,330,000 116,142,000 76.9% 72.7%
訪問リハビリテーション （円） 24,129,752 23,684,325 45,217,000 50,762,000 53.4% 46.7%
居宅療養管理指導 （円） 41,210,525 45,253,578 39,446,000 45,796,000 104.5% 98.8%
通所介護 （円） 809,274,016 857,155,359 852,077,000 864,058,000 95.0% 99.2%
地域密着型通所介護 （円） 155,001,612 173,409,638 198,401,000 202,321,000 78.1% 85.7%
通所リハビリテーション （円） 408,363,131 420,646,666 448,122,000 465,228,000 91.1% 90.4%
短期⼊所⽣活介護 （円） 231,252,738 270,867,630 307,656,000 338,066,000 75.2% 80.1%
短期⼊所療養介護（⽼健） （円） 33,978,935 30,299,226 46,222,000 62,399,000 73.5% 48.6%
短期⼊所療養介護（病院等） （円） 0 0 0 0 - -
福祉用具貸与 （円） 97,791,513 106,901,690 98,966,000 102,479,000 98.8% 104.3%
特定福祉用具販売 （円） 6,823,628 7,245,092 10,358,000 9,979,000 65.9% 72.6%
住宅改修 （円） 23,246,950 19,680,199 24,783,000 23,674,000 93.8% 83.1%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （円） 79,268,870 90,403,129 79,703,000 98,483,000 99.5% 91.8%
夜間対応型訪問介護 （円） 0 0 0 0 - -
認知症対応型通所介護 （円） 30,368,388 25,973,415 30,740,000 30,754,000 98.8% 84.5%
小規模多機能型居宅介護 （円） 341,230,643 342,968,800 360,568,000 398,695,000 94.6% 86.0%
看護小規模多機能型居宅介護 （円） 35,463,962 34,793,622 55,474,000 60,661,000 63.9% 57.4%
介護予防支援・居宅介護支援 （円） 274,922,256 282,228,050 298,154,000 306,207,000 92.2% 92.2%

対計画比
(実績値／計画値)

実績値 計画値

施設
サービス

居住系
サービス

在宅
サービス

【実績値】厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 
【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値 

（資料）厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システム 
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４．アンケート調査等からみた現状 
本計画策定に際し、国が推奨する調査項目に準拠し、高齢者及びその家族等を対象と

した「高齢者に関するアンケート調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）」、「在宅介

護実態調査」を実施しました。 

その他に、本市独自の調査として、市内の居宅介護支援事業所及び地域包括支援セン

ターの介護支援専門員、市内の介護保険サービス事業者、民生委員に対するアンケート

調査を実施しました。 
 

【各種アンケート調査の概要】 

⼋⼥市高齢者に関するアンケート調査（介護予防・⽇常⽣活圏域ニーズ調査） 
調査対象と 

標本数 

要介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者 4,300 人 

（要支援認定者 1,080 人、総合事業利用者 117 人、その他の高齢者 3,103 人） 

調査方法 郵送調査（無記名） 

有効回収数（率） 2,243 人（52.2％） 

調査期間 令和２年２月３日～２月 21 日（回収予備期間：令和２年３月３日まで） 

 

⼋⼥市在宅介護実態調査 

調査対象 
在宅で生活している要介護（支援）認定者のうち「要介護（支援）認定の更新申請・区分変

更申請」をし、対象期間中に認定調査を受けた人 

調査方法 認定調査員による聞き取り調査 

有効回収数 283 人 

調査期間 令和２年１月 31 日～令和２年４月 30 日 

 

⼋⼥市介護サービス事業者アンケート調査 
調査対象と 

標本数 
本市で介護保険サービス関連事業を行っている事業者 115 事業所 

調査方法 郵送調査 

有効回収数（率） 89 事業所（77.4％） 

調査期間 令和２年６月 19 日～７月 10 日（回収予備期間：令和２年７月 16 日まで） 

 

⼋⼥市介護支援専門員（ケアマネジャー）アンケート調査 
調査対象と 

標本数 

市内の居宅介護支援事業所（23 ヶ所）及び地域包括支援センター（６ヶ所）の 

介護支援専門員 90 人 

調査方法 郵送調査（事業所・地域包括支援センター単位で配布・回収） 

有効回収数（率） 89 人（98.9％） 

調査期間 令和２年６月 19 日～７月 15 日（回収予備期間：令和２年７月 19 日まで） 

 

⼋⼥市⺠⽣委員アンケート調査 
調査対象と 

標本数 
民生委員 187 人 

調査方法 郵送調査 

有効回収数（率） 165 人（88.2％） 

調査期間 令和２年６月 10 日～７月３日（回収予備期間：令和２年７月 15 日まで） 
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（１）高齢者に関するアンケート調査（介護予防・日常⽣活圏域ニーズ調査） 

① ⽣活機能に係るリスクの状況 
生活機能等の評価・リスク判定結果を前回結果と比較すると、全ての項目において、前

回調査結果からリスクの減少がみられました。特に、「咀嚼（そしゃく）機能低下リスク」

では 11.2％、「認知機能低下リスク」では 10.5％減少しており、認知症予防事業や介護

予防事業の効果があらわれていると考えられます。 

【⽣活機能等の評価・リスク判定結果（前回調査比較）】 

 
 

② 介護予防に対する関心 
参加したいと思う介護予防事業については、「転倒予防等の運動機能向上」、「腰痛・膝

痛予防」、「認知症予防」に対する関心が高くなっています。介護予防等の活動が地域で

行われた場合、全体で半数以上の人が参加したいと考えています。また、約 30％の人は、

活動の世話役として活躍したいと考えています。 

【参加したいと思う介護予防事業の内容】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域主体の介護予防・健康づくり活動等への参加意向】 
 

 

 

 

 

 
  

運動器
機能低下

リスク

転倒
リスク

閉じこもり
傾向
リスク

低栄養
リスク

咀嚼機能
低下
リスク

認知機能
低下
リスク

IADL
（手段的
⾃⽴度）
低下リスク

うつ傾向
リスク

令和元年度・全体（n=2,243） 25.3 38.9 22.4 1.4 25.0 38.2 29.4 41.6

平成28年度・全体（n=2,782） 28.3 43.6 30.0 1.8 36.2 48.7 32.1 44.4

増減（令和元年度 - 平成28年度） ▲ 3.0 ▲ 4.7 ▲ 7.6 ▲ 0.4 ▲ 11.2 ▲ 10.5 ▲ 2.7 ▲ 2.8

（単位︓％）

転倒予防
等の運動
機能向上

腰痛・膝
痛予防

認知症予
防

調理実
習・講座

口腔機能
強化

ボランティ
ア・地域活

動

閉じこもり
予防

その他
参加したい
ものはない

無回答

全体（n=2,243） 44.9 42.8 31.4 12.9 9.2 9.1 7.9 1.4 16.4 6.2

一般⾼齢者（n=1,514） 44.1 42.9 32.9 16.2 8.5 11.5 7.8 1.5 16.5 4.1

事業対象者（n=112） 49.1 46.4 30.4 6.3 12.5 8.0 12.5 0.0 12.5 7.1

要支援1・2（n=390） 52.3 43.6 31.3 5.4 11.8 2.8 8.7 1.5 18.7 5.9

44.9 42.8
31.4

12.9 9.2 9.1 7.9 1.4
16.4

6.2
0.0

20.0

40.0

60.0

（%）

2.5

2.8

2.7

1.5

27.2

32.3

23.2

12.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（%）

世話役として

9.7

10.6

14.3

6.7

47.7

55.2

39.3

27.2

0.020.040.060.080.0100.0

全体（n=2,243）

一般⾼齢者（n=1,514）

事業対象者（n=112）

要支援1 ・2（n=390）

（%）参加者として
是非、参加したい
参加してもよい

57.4 29.7

35.1

25.9

14.1

65.8

53.6

33.9
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③ ⽣活支援サービスのニーズ 
高齢者が在宅生活継続のために必要だと思う生活支援サービスでは、「家事の支援」が

全体で 29.2％と高く、「外出時の送迎」は、要支援１・２で 44.1％となっています。 

【在宅⽣活継続のために必要な⽣活⽀援サービス】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 相談に対するニーズ（地域包括支援センター） 
地域包括支援センターの認知度は 43.0％と、前回調査からやや増加しています。 

高齢者が地域包括支援センターで相談したいこととして、「高齢者福祉サービスの利

用」、「介護保険サービスの利用」のサービスの利用に関することや、「介護保険制度の相

談」に関することが上位にきています。 

【地域包括⽀援センターの認知度（前回調査比較）】 

 

【地域包括⽀援センターで相談したいこと】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.0

37.7

50.6

43.6

6.4

18.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度・全体
（n=2,243）

平成28年度・全体
（n=2,782）

知っている 知らない 無回答

家事の
支援

外出時
の送迎

買物の
代⾏

２４時
間電話
相談

簡単な
修理・
修繕

食事支
援（弁
当）

安否確
認（電
話）

外出時
の付き
添い

介護用
品購入
補助

その他
特にな

い
無回答

全体（n=2,243） 29.2 25.3 13.8 12.9 10.3 9.1 5.3 4.9 4.8 1.6 35.8 7.7

一般⾼齢者（n=1,514） 26.9 21.1 12.0 14.1 9.2 8.3 5.5 2.6 3.8 1.5 43.7 6.1

事業対象者（n=112） 35.7 33.9 17.0 13.4 13.4 11.6 6.3 3.6 1.8 2.7 24.1 6.3

要支援1・2（n=390） 37.4 44.1 23.1 9.2 15.1 11.3 5.9 14.4 10.0 1.5 13.6 7.4

29.2 25.3
13.8 12.9 10.3 9.1

5.3 4.9 4.8 1.6

35.8

7.7

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

（%）

⾼齢者
福祉
サービ
スの利

用

介護保
険サー
ビスの
利用

介護保
険制度
の相談

健康・
病気に
関する
相談

日常⽣
活に関
する相

談

家族等
の介護
の相談

介護予
防に関
する相

談

権利擁
護に関
する相

談

成年後
⾒制度
に関す
る相談

虐待に
関する
相談

その他
特にな

い
無回答

全体（n=2,243） 39.5 32.9 31.2 20.9 14.0 14.0 12.2 3.2 1.2 0.4 1.2 21.8 10.1

一般⾼齢者（n=1,514） 38.9 33.2 33.8 19.8 13.1 15.7 11.6 3.2 1.3 0.4 0.9 25.8 6.7

事業対象者（n=112） 49.1 41.1 31.3 24.1 12.5 13.4 14.3 3.6 0.9 0.0 0.9 16.1 7.1

要支援1・2（n=390） 46.9 37.2 24.4 25.9 19.5 11.5 14.4 3.1 1.8 0.3 1.8 11.5 13.3

39.5
32.9 31.2

20.9

14.0 14.0 12.2

3.2
1.2 0.4 1.2

21.8

10.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

（%）



第１部 総論 
第２章 ⾼齢者等の福祉に関する現状と将来推計 

19 
 

⑤ 将来の介護希望 
将来の介護に対する希望では、自宅で家族の介護の他に、介護保険の在宅サービスな

どを利用しながら在宅生活を継続したいとする「在宅希望」が 39.8％を占め、介護保険

施設やグループホーム等の利用を希望する「施設・居住系希望」を上回っています。 

 

【将来の介護希望（前回調査⽐較）】 
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（２）在宅介護実態調査 

① 家族介護者が不安に感じる介護の内容 
前述のとおり多くの高齢者は介護が必要になった場合でも、在宅での生活を希望して

います。実際に在宅で介護を行っている家族介護者の状況をみると、要介護３以上の重

度者の家族介護者は、「認知症状への対応」や「排泄（夜間の排泄、日中の排泄）」に対す

る不安が大きいことが分かります。そのため、これらの介護負担の軽減が重要であると

考えられます。 

【家族介護者が不安に感じる介護の内容】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

51.3%

43.6%

35.9%

33.3%

25.6%

12.8%

10.3%

10.3%

7.7%

7.7%

7.7%

5.1%

5.1%

2.6%

5.1%

5.1%

2.6%

45.9%

23.9%

13.8%

19.3%

25.7%

17.4%

4.6%

5.5%

25.7%

7.3%

15.6%

6.4%

10.1%

9.2%

5.5%

8.3%

2.8%

12.5%

14.3%

16.1%

19.6%

35.7%

30.4%

5.4%

5.4%

10.7%

0.0%

17.9%

5.4%

5.4%

14.3%

1.8%

17.9%

1.8%

0% 20% 40% 60%

認知症状への対応

夜間の排泄

日中の排泄

屋内の移乗・移動

入浴・洗身

外出の付き添い、送迎等

食事の介助（食べる時）

衣服の着脱

服薬

医療⾯での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

身だしなみ（洗顔・⻭磨き等）

⾦銭管理や⽣活⾯に必要な諸手続き

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

要介護３以上(n=39) 要介護１・２(n=109) 要支援１・２(n=56)
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② 重度者の在宅⽣活を支えるサービス 
在宅の要介護（支援）認定者がどのようなサービスを利用しているのか、組み合わせの

状況をみてみると、要介護度の重度化とともに「通所系＋短期入所系」の組み合わせや

「小規模多機能型居宅介護」の利用率が高まる傾向がみられます。 

重度者の在宅生活の継続には、これらのサービス利用がポイントになっていると考え

られます。 

【介護保険サービス利⽤の組み合わせ】 

    
 

 

16.9%

7.7%

20.0%

7.7%

16.9%

1.5%

7.7%

0.0%

16.9%

0.0%

0.0%

4.6%

0.0%

0.0%

9.3%

4.7%

53.5%

0.0%

20.2%

0.0%

5.4%

0.8%

3.9%

1.6%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0%

21.5%

10.8%

55.4%

0.0%

6.2%

0.0%

3.1%

0.0%

3.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

未利用

訪問系のみ

通所系のみ

短期入所系のみ

訪問系＋通所系

訪問系＋短期入所系

通所系＋短期入所系

訪問系＋通所系＋短期入所系

小規模多機能

看護多機能

定期巡回のみ

定期巡回＋通所系

定期巡回＋短期系

定期巡回＋通所系＋短期入所系

要介護３以上(n=65) 要介護１・２(n=129) 要支援１・２(n=65)
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44.9％

43.8％

41.6％

40.4％

39.3％

33.7％

20.2％

14.6％

11.2％

10.1％

10.1％

10.1％

9.0％

6.7％

6.7％

3.4％

3.4％

3.4％

4.5％

3.4％

47.9％

37.5％

38.5％

35.4％

28.1％

42.7％

27.1％

12.5％

3.1％

11.5％

17.7％

13.5％

11.5％

9.4％

13.5％

6.3％

8.3％

4.2％

0.0％

4.2％

0％ 20％ 40％ 60％

介護報酬が低い

良質なスタッフを確保することが難しい

責任者等の中堅人材の確保・育成が難しい

スタッフの育成・技術向上が難しい

設備・スタッフ等が不⾜し、量的に利用者のニーズに応えられない

新規利用者の獲得が難しい

訪問や送迎が非効率なところがある（エリアが広範等）

利用者や家族が介護保険制度やサービスをよく理解していない

利用者からの苦情や事故等への対応の負担が⼤きい

利用者一人あたりの利用量が少ない

他のサービス事業者との競合が激しい

地域関係者との連携が難しい

処遇困難者（家庭）への対応が難しい

スタッフが短期間で離職してしまう

医療機関との連携が難しい

利用者のサービス利用の継続が難しい

他のサービス事業者・他職種との連携が難しい

特にない

その他

無回答

令和2年度・全体（n=89）

平成29年度・全体（n=96）

（３）介護保険サービス事業者アンケート調査 

① 介護保険サービス実施上の課題 
介護保険サービス事業者がサービスを実施するうえで課題と感じていることは「介護

報酬が低い」が最も多く、次いで「良質なスタッフの確保」となっており、続く第３～５

位も「責任者等の中堅人材の確保・育成」、「スタッフの育成・技術向上」、「設備・スタッ

フ等の不足」といった人材確保・育成に関することがあがっています。 

前回の調査時と比較すると「介護報酬が低い」、「新規利用者の獲得が難しい」、「訪問

や送迎が非効率的なところがある」等の割合に減少はみられますが、第２～５位の項目

は増加しており人材確保・育成の難しさを反映したものとなっています。 

 

【介護保険サービス実施上の課題（前回調査比較）】 
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なお、職員の過不足状況については、「かなり不足」、「不足」、「やや不足」の合計が 57.4％

となっており、多くの事業者が職員不足を感じています。 

【職員の過不⾜状況（職員全体）（前回調査比較）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 外国人介護人材や介護現場の業務効率化に向けた取り組みの現状 
外国人介護人材の受け入れ状況については、22.5％の事業者が受け入れたことがある

と回答しています。また、43.8％の事業者は、今後の外国人の介護人材の受け入れを前向

きに考えていることがわかりました。 

 

【外国人介護人材の受け入れ状況・今後の意向】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ（情報通信技術）や福祉・介護機器の導入については、多くの事業者が導入済で

あるか導入意向を示しています。 

【ＩＣＴ、福祉・介護機器の導入状況】 
 

  

3.1

3.4

18.8

16.9

27.1

37.1

18.8

22.5

32.2

20.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成29年度・全体（n=96）

令和2年度・全体（n=89）

かなり不⾜ 不⾜ やや不⾜ 適当 過剰 無回答

※「不⾜」＝「募集をする必要がある状態」として回答 

19.1 3.4 74.2 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=89）

現在受け入れている 以前受け入れていた
これまでに受け入れたことがない 無回答

19.1 24.7 11.2 37.1
3.4

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=89）

積極的に受け入れたい いずれは受け入れたい 受け入れるつもりはない
わからない その他 無回答

25.8

39.3

12.4

21.3

52.8

32.6

9.0

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福祉・介護機器・
全体（n=89）

ＩＣＴ・
全体（n=89）

導入している 検討中、準備中 導入予定はない 無回答
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③ 介護保険サービス事業者への⽀援 
介護保険サービスを展開する上で本市に支援・充実してほしいことでは、前述した「介

護従事者等の人材育成や確保」が 60.7％と突出して高くなっています。 

次いで、「最新・適切な介護保険制度に関する情報の提供」、「研修等のサービス従事者

の育成・技術向上のための支援」が 30％台で続いています。 

【介護保険サービスを展開する上で⼋⼥市に⽀援・充実してほしいこと】 

 
 

④ 介護保険サービス以外で充実が必要なこと 
「交通手段の確保」が 51.7％と最も多く、次いで「介護・医療連携」、「生活支援」と

続いています。 

また、高齢者の生活支援として必要なサービスとして、回答のあった全ての事業者が

「紙おむつ等介護用品の購入補助」をあげており、次いで「外出時の送迎」、「買物の代

行」、「生活空間の簡単な修理や修繕」等があげられています。 

  【介護保険サービス以外で充実が必要なこと】 
 

 

 

  

60.7％
36.0％

34.8％
22.5％
22.5％

21.3％
16.9％

15.7％
11.2％

2.2％
9.0％

2.2％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

介護従事者等の人材育成や確保
最新・適切な介護保険制度に関する情報の提供

研修などのサービス従事者の育成・技術向上のための支援
サービス事業者間の連絡調整・連携を強化するための支援

利用者や家族の介護保険制度の理解向上に向けた取り組み
サービス事業者のための相談窓口の整備

市の⾼齢者保健福祉サービスに関する情報の提供
処遇困難者（家庭）への対応またはその支援

他のサービス事業者に関する情報の提供
特にない

その他
無回答 全体（n=89）

51.7％

50.6％

46.1％

44.9％

41.6％

40.4％

40.4％

37.1％

23.6％

19.1％

19.1％

2.2％

1.1％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

⾼齢者が移動しやすい交通手段の確保

介護と医療の連携体制の構築

介護サービス以外のさまざまな⽣活支援の充実

⾼齢者を⾒守り、支える地域づくり

⾼齢者の⽣きがいや居場所づくりの推進

⾼齢者の住まいの確保

介護家族等に対する相談・支援体制の充実

認知症対策の推進

⾼齢者のための権利擁護の充実

医療提供体制の充実

介護予防や健康づくりの推進

その他

無回答
全体（n=89）

【必要な⽣活⽀援サービス】 

100.0％

73.2％

53.7％

51.2％

48.8％

43.9％

39.0％

36.6％

34.1％

4.9％

0.0％

0％ 50％ 100％ 150％

介護用品の購入補助

外出時の送迎

買物の代⾏

⽣活空間の簡単な修理や修繕

24時間対応の電話相談窓口

外出時の付き添い

定期的な電話による安否確認

家事の支援（食事・清掃等）

食事の支援（弁当）

その他

無回答
（n=41）
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（４）介護支援専門員アンケート調査 

① 介護支援専門員が困難に感じること 
介護支援専門員が困難に感じることは、「処遇困難ケースへの対応」が 55.1％と最も多

くなっています。前回と比較して 8.8％減少はしているものの依然として介護支援専門

員の過半数は処遇困難ケースが増加傾向にあると感じており、増加しているケースとし

て、「老老介護世帯」や「一人暮らしの認知症世帯」等を上位にあげています。 

また、「サービスの情報収集」、「各サービス機関との調整や連携」等の業務遂行上、困

難と感じる割合が前回調査から増加しています。 

 

【業務遂⾏上、特に困難と感じること（前回調査比較）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【増加している処遇困難事例】 
 
  

55.1%

44.9%

40.4%

27.0%

21.3%

19.1%

16.9%

16.9%

4.5%

11.2%

1.1%

1.1%

63.9%

44.6%

43.4%

28.9%

24.1%

24.1%

10.8%

7.2%

4.8%

8.4%

1.2%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

処遇困難ケースへの対応

低所得者・⽣活保護者へのサービス導入

主治医との調整や連携

認知症⾼齢者へのサービス導入

利用者・家族に対しての説明や連携の取り⽅

介護保険サービスの理解や算定の仕⽅について

サービスの情報収集について

各サービス機関との調整や連携

第２号被保険者へのサービス導入

その他

特にない

無回答
令和2年度・全体（ｎ＝89）
平成29年度・全体（ｎ＝83）

63.3%
57.1%

38.8%

36.7%
22.4%

18.4%
8.2%

6.1%

36.7%
0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

⽼⽼介護世帯
一人暮らしの認知症

一人暮らし

複合的問題
虐待（疑い含む）

認認介護世帯（認知症が認知症を介護）
医療との緊密な連携が必要なケース

終末期の介護

その他
無回答 （ｎ＝49）
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② 地域包括支援センターの機能強化 
前述のとおり、処遇困難事例への対応や医療との連携に困難を抱える介護支援専門員

が多いため、地域包括支援センターに対して「困難事例等への支援」（59.6％）や「医療・

介護事業者など地域とのネットワークづくり」（49.4％）などの要望があげられています。 

【地域包括⽀援センターで今後充実させていくべきこと】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護保険サービスや⽣活支援サービスに対するニーズ 
介護支援専門員がケアプランを作成（見直し）する際に、利用者の利用希望が多い介護

保険サービスでは、介護給付の「通所介護」や「短期入所生活介護」、「福祉用具貸与」等

が上位にあがっています。 

また、本市において供給が不足していると感じるサービスは、介護給付の「短期入所生

活介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「訪問入浴介護」等となっています。 

なお、介護保険サービス以外の生活支援サービスについては、前述の高齢者や介護保

険サービス事業者に対する調査結果と同様に、「外出時の送迎」、「外出時の付き添い」、

「買物の代行」等が上位にあがっています。 

 

  

59.6%

49.4%

40.4%

39.3%

38.2%

23.6%

22.5%

20.2%

15.7%

4.5%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

困難事例等への支援

医療・介護事業者など地域とのネットワークづくり

支援が必要な⾼齢者の情報収集

介護・予防・医療など総合相談窓口機能

権利擁護機能（⾼齢者虐待防⽌や成年後⾒制度相談対応等）

介護支援専門員への個別支援・相談支援

ボランティア育成

地域での介護予防事業

介護予防マネジメント

その他

無回答 全体（ｎ＝89）
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【利⽤希望が多い／供給不⾜を感じる介護保険サービス】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な⽣活⽀援サービス】 
  

73.0%
65.2%

55.1%
51.7%

37.1%
37.1%

16.9%
16.9%
16.9%

7.9%
2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

外出時の送迎
外出時の付き添い

買物の代⾏
簡単な修理・修繕

家事の支援
食事支援（弁当）
２４時間電話相談
介護用品購入補助

安否確認 （電話）
その他

無回答
全体（ｎ＝89）

予防給付 介護給付 予防給付 介護給付
（％） （％） （％） （％）

訪問介護                 - 29.2      - 13.5
訪問入浴介護             -      - 4.5 19.1
訪問看護            1.1 7.9 4.5 2.2
訪問リハビリテーション                  7.9 7.9 5.6 5.6
居宅療養管理指導         -      - 3.4 7.9
通所介護                 - 61.8      - 3.4
通所リハビリテーション                  28.1 41.6 11.2 5.6
短期入所⽣活介護    6.7 56.2 5.6 24.7
短期入所療養介護         - 13.5 2.2 11.2
特定施設入居者⽣活介護                  1.1 4.5 3.4 6.7
福祉用具の貸与      29.2 52.8 2.2 1.1
福祉用具購入        16.9 24.7 1.1 1.1
住宅改修            23.6 22.5 1.1 1.1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護           - 3.4      - 21.3
夜間対応型訪問介護       -      -      - 15.7
地域密着型通所介護  6.7 9.0 4.5 2.2
療養通所介護             -      - 9.0 6.7
認知症対応型通所介護 2.2 5.6 9.0 10.1
小規模多機能型居宅介護                       - 1.1 4.5 9.0
看護小規模多機能型居宅介護                  - 5.6 3.4 13.5
認知症対応型共同⽣活介護                     -      -      - 2.2
地域密着型特定施設入居者⽣活介護         - 1.1      - 1.1
地域密着型介護⽼人福祉施設                  -      -      - 2.2
複合型サービス           -      -      - 2.2
介護⽼人福祉施設         - 25.8      - 13.5
介護⽼人保健施設         - 11.2      - 6.7
介護医療院               - 3.4      - 5.6

①利用希望が多い
介護保険サービス

②供給不⾜と感じる
介護保険サービスｎ＝89
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（５）⺠⽣委員アンケート調査 

① 高齢者の⽣活に関する課題 
各地区の民生委員に、地域で暮らす高齢者の生活に関する課題を尋ねたところ、全体

で「一人暮らしや高齢夫婦世帯が増加」が 83.0％と最も多くなっています。次いで、「災

害時・緊急時等に対する不安が大きい」、「買物・通院等の移動が不便」と続いています

が、地区ごとに回答の割合に差がみられます。 

【高齢者の⽣活に関する課題】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高齢者が安心して⽣活するために必要なこと 
前述の生活上の課題解決も含め、高齢者が安心して生活するために、「地域での高齢者

の見守り・孤立化防止」や「災害時・緊急時対策」、「何かあった時に入所できる施設の確

保」等が必要とされています。 

【高齢者が安心して⽣活するために必要なこと】 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

一
人
暮
ら
し
や
⾼
齢
夫
婦

世
帯
が
増
加

災
害
時
・
緊
急
時
等
に
対

す
る
不
安
が
⼤
き
い

買
物
・
通
院
等
の
移
動
が

不
便

閉
じ
こ
も
り
や
孤
⽴
化
の

心
配
が
あ
る
人
が
い
る

ゴ
ミ
だ
し
や
食
事
の
準
備

等
、
日
々
の
⽣
活
に
困
難

を
抱
え
る
人
が
い
る

経
済
的
困
窮
や
持
ち
家
に

関
す
る
心
配
を
抱
え
た
人

が
い
る

そ
の
他

無
回
答

  全  体（n=165） 83.0 52.7 47.3 24.2 14.5 7.3 4.8 3.0
⼋⼥地区（n=68） 79.4 41.2 33.8 29.4 14.7 4.4 7.4 7.4
上陽地区（n=14） 85.7 64.3 57.1 14.3 21.4 7.1      -      -
⿊⽊地区（n=31） 90.3 64.5 41.9 16.1 9.7 16.1 6.5      -
⽴花地区（n=26） 80.8 57.7 69.2 23.1 15.4 7.7 4.0      -
矢部地区（n=8） 87.5 62.5 62.5 25.0 12.5      -      -      -
星野地区（n=15） 80.0 53.3 66.7 33.3 13.3 6.7 6.7      -

（単位︓％）

地
域
で
の
⾼
齢
者
の

⾒
守
り
、
孤
⽴
化
防

⽌ 災
害
時
・
緊
急
時
対

策 何
か
あ
っ
た
時
に
入

所
で
き
る
施
設
の
確

保 買
物
等
へ
の
移
動
手

段
の
提
供

い
き
い
き
広
場
等
の

多
様
な
通
い
の
場
の

充
実
・
参
加
促
進

ゴ
ミ
出
し
等
の
日
常

的
な
家
事
へ
の
支
援

通
院
等
の
付
き
添
い

支
援

そ
の
他

無
回
答

  全  体（n=165） 64.2 58.2 41.8 35.8 29.7 13.3 9.7 1.8 1.8
⼋⼥地区（n=68） 63.2 52.9 35.3 30.9 42.6 19.1      - 2.9 4.4
上陽地区（n=14） 57.1 64.3 50 42.9 21.4 7.1 14.3      -      -
⿊⽊地区（n=31） 80.6 67.7 48.4 22.6 22.6 6.5 19.4      -      -
⽴花地区（n=26） 53.8 61.5 30.8 53.8 15.4 15.4 11.5 3.8      -
矢部地区（n=8） 75.0 50.0 62.5 37.5      -      - 37.5      -      -
星野地区（n=15） 53.3 53.3 53.3 40.0 33.3 13.3 13.3      -      -

（単位︓％）
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（６）各種アンケート調査結果の総括 

① 地域包括ケアシステム 
○地域包括支援センターに対する高齢者（要介護認定者以外）の認知度は、上昇傾向にあ

りますが、さらに市民へ積極的な周知を図る必要があると考えられます。 

○介護支援専門員は、老老介護や一人暮らしの認知症等の処遇困難事例が増加傾向にあ

ることから、地域包括支援センターに対して、処遇困難事例への支援や医療・介護連携

の体制づくりなどの機能強化を期待しています。 

○民生委員の意見からは、地域での高齢者の見守り・孤立化防止や身近な地域での生活

支援や相談対応の重要性が指摘されています。 

 

② 介護予防 
○生活機能等の評価・リスク判定結果から、前回の調査結果よりも、全ての項目のリスク

が減少しています。介護予防・認知症予防事業による効果が考えられることから、今後

も継続して実施することが重要だと考えられます。 

○高齢者（要介護認定者以外）の半数以上は地域での介護予防活動に参加したいと考え

ています。また、約 30％の人は参加者としてだけでなく、活動の世話役としての参加

を希望しており、これらの人の活躍の場・機会づくりが求められています。 

 

③ ⽣活支援 
○介護保険サービス以外の生活支援サービスでは、各調査に共通して、「外出の支援（外

出時の送迎・付き添い等）」や「家事の支援」が必要との意見が多くあがっています。 

○民生委員の意見からも、高齢者が安心して生活するために、「災害時・緊急時対策」や

「買い物や通院時の移動の不便さの解消」が必要であると指摘されています。 

 

④ 介護保険サービス 
○高齢者（要介護認定者以外）の将来の介護希望では、在宅介護希望者が施設・居住系サ

ービス希望者を上回っています。 

○実際に在宅で介護を行っている家族介護者は、重度になるほど「認知症」や「排泄（特

に夜間）」に対する不安が大きくなっています。また、重度者ほど小規模多機能型居宅

介護や短期入所系サービスの利用率が高まる傾向にあります。 

○介護支援専門員から、「短期入所生活介護」は、利用希望者も多く、供給不足と感じる

サービスとしてあげられています。 

○サービス事業者の課題では、人材確保・育成に関することが最も多くなっており、市へ

の要望・充実して欲しいこととしても、多くの事業者があげています。 
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実績値

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
7年度

令和
22年度

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2025) (2040)

総⼈⼝ 63,922 63,007 62,064 61,105 60,127 59,155 57,201 42,465

40-64歳⼈⼝ 19,930 19,513 19,137 18,713 18,421 18,064 17,438 12,666

⾼齢者⼈⼝（65歳以上） 21,970 22,069 22,124 22,125 21,990 21,894 21,611 17,537

　前期⾼齢者⼈⼝（65-74歳） 9,933 10,049 10,241 10,503 10,186 9,901 9,212 6,501

　後期⾼齢者⼈⼝（75歳以上） 12,037 12,020 11,883 11,622 11,804 11,993 12,399 11,036

⾼齢化率 34.4% 35.0% 35.6% 36.2% 36.6% 37.0% 37.8% 41.3%

　　前期⾼齢化率 15.5% 15.9% 16.5% 17.2% 16.9% 16.7% 16.1% 15.3%

　　後期⾼齢化率 18.8% 19.1% 19.1% 19.0% 19.6% 20.3% 21.7% 26.0%

推計値

第７期計画期間 第8期計画期間 第９期

５．将来推計 
（１）人口推計 

① 市全体での人口推計 
団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年度までの人口を推計すると、本

市の総人口は今後も減少し続けるものと予想され、令和５年度（第８期計画期間の最終

年度）には 60,000 人を下回り、令和 22（2040）年度には 43,000 人を下回る見込みです。 

一方、高齢者人口は令和２～３年度にピークを迎え、その後緩やかに減少し、令和 22

（2040）年度には 17,500 人程度となりますが、総人口が減少するため高齢化率自体は上

昇し続け、令和 22（2040）年度には 41.3％となる見込みです。 

高齢者人口の内訳をみると、団塊の世代の高齢化により、令和５年度には後期高齢化

率が約 20％となり、その後さらに上昇を続け、令和 22（2040）年度には４人に１人が 75

歳以上の後期高齢者となる見込みです。 
 

【令和 22（2040）年度までの将来人口の推計】 
（単位︓人） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）実績値は住⺠基本台帳（10 月 1 日現在）、推計値は平成 28〜令和２年住⺠基本台帳（10 月 1 日現在）の実績⼈⼝に基づくコー
ホート変化率法4による推計値（10 月 1 日現在推計値） 

  

 
4 「コーホート変化率法」：コーホートとは、同年または同時期に出生した集団のことをいい、コーホート

変化率法とはその集団が特定の年度間でどれだけ変化するかを計算する方法 

第14期 
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平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
7年度

令和
22年度

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2025) (2040)

63,922 63,007 62,064 61,105 60,127 59,155 57,201 42,465
21,970 22,069 22,124 22,125 21,990 21,894 21,611 17,537

後期⾼齢者（75歳以上） 12,037 12,020 11,883 11,622 11,804 11,993 12,399 11,036
34.4% 35.0% 35.6% 36.2% 36.6% 37.0% 37.8% 41.3%

後期⾼齢化率 18.8% 19.1% 19.1% 19.0% 19.6% 20.3% 21.7% 26.0%
37,750 37,612 37,460 37,329 37,155 36,964 36,550 31,339
11,055 11,191 11,318 11,413 11,444 11,466 11,474 10,703

後期⾼齢者（75歳以上） 5,662 5,708 5,712 5,637 5,842 6,014 6,406 6,308
29.3% 29.8% 30.2% 30.6% 30.8% 31.0% 31.4% 34.2%

後期⾼齢化率 15.0% 15.2% 15.2% 15.1% 15.7% 16.3% 17.5% 20.1%
2,828 2,799 2,675 2,542 2,420 2,306 2,097 925
1,195 1,190 1,165 1,153 1,125 1,098 1,041 543

後期⾼齢者（75歳以上） 693 685 665 651 653 652 637 399
42.3% 42.5% 43.6% 45.4% 46.5% 47.6% 49.6% 58.7%

後期⾼齢化率 24.5% 24.5% 24.9% 25.6% 27.0% 28.3% 30.4% 43.1%
10,449 10,092 9,818 9,512 9,208 8,907 8,309 4,444
4,362 4,359 4,333 4,320 4,274 4,240 4,138 2,790

後期⾼齢者（75歳以上） 2,508 2,490 2,438 2,382 2,374 2,395 2,430 1,989
41.7% 43.2% 44.1% 45.4% 46.4% 47.6% 49.8% 62.8%

後期⾼齢化率 24.0% 24.7% 24.8% 25.0% 25.8% 26.9% 29.2% 44.8%
9,253 8,980 8,722 8,461 8,203 7,953 7,456 4,188
3,702 3,707 3,717 3,690 3,630 3,602 3,544 2,557

後期⾼齢者（75歳以上） 2,064 2,073 2,036 1,977 1,998 2,010 2,060 1,677
40.0% 41.3% 42.6% 43.6% 44.3% 45.3% 47.5% 61.1%

後期⾼齢化率 22.3% 23.1% 23.3% 23.4% 24.4% 25.3% 27.6% 40.0%
1,152 1,108 1,053 997 949 907 820 399

591 574 555 537 519 510 473 315
後期⾼齢者（75歳以上） 400 390 381 365 353 349 322 221

51.3% 51.8% 52.7% 53.9% 54.7% 56.2% 57.7% 78.9%
後期⾼齢化率 34.7% 35.2% 36.2% 36.6% 37.2% 38.5% 39.3% 55.4%

2,490 2,416 2,336 2,264 2,191 2,118 1,970 1,171
1,065 1,048 1,036 1,013 999 978 940 630

後期⾼齢者（75歳以上） 710 674 651 612 584 573 544 442
42.8% 43.4% 44.3% 44.7% 45.6% 46.2% 47.7% 53.8%

後期⾼齢化率 28.5% 27.9% 27.9% 27.0% 26.7% 27.1% 27.6% 37.7%

星野
地区

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

⽴花
地区

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

矢部
地区

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

上陽
地区

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

⿊⽊
地区

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

⼋⼥市
全体

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

⼋⼥
地区

総⼈⼝
⾼齢者⼈⼝（65歳以上）

⾼齢化率

実績値 推計値
第７期計画期間 第8期計画期間 第９期

② 地区別の人口推計 
地区別の将来人口推計結果によると、第８期計画期間における高齢化率は、八女地区

は 30％程度ですが、その他５地区は 40～50％台と予測されています。 
 

【令和 22（2040）年度までの地区別の将来人口の推計】 

（単位︓人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推計値には小数点以下の端数があるため地区別⼈数の合計と市全体の⼈数が合わない場合がある 

（資料）実績値は住⺠基本台帳（10 月 1 日現在）、推計値は平成 28〜令和２年住⺠基本台帳（10 月 1 日現在）の実績
⼈⼝に基づくコーホート変化率法による推計値（10 月 1 日現在推計値） 

第14期 
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平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
7年度

令和
22年度

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2025) (2040)

要支援１ 411 431 435 435 437 435 432 399
要支援２ 469 501 486 486 484 485 485 450
要介護１ 1,169 1,139 1,127 1,131 1,140 1,138 1,135 1,073
要介護２ 666 675 692 694 700 699 700 657
要介護３ 504 524 538 543 547 547 545 522
要介護４ 544 527 544 549 554 554 551 527
要介護５ 338 311 283 286 288 289 287 267
認定者　計 4,101 4,108 4,105 4,124 4,150 4,147 4,135 3,895

［再掲］要支援１・２　計 880 932 921 921 921 920 917 849
［再掲］要介護１〜５　計 3,221 3,176 3,184 3,203 3,229 3,227 3,218 3,046

認定率 18.7% 18.6% 18.6% 18.6% 18.9% 18.9% 19.1% 22.2%

第７期計画期間 第8期計画期間 第９期
推計値実績値

（２）要介護（⽀援）認定者数の推計 
直近の認定率をもとに今後の要介護（支援）認定者数を推計すると、認定者数は第８期

計画期間中及び、令和７（2025）年度は、4,100 人前後で推移し、令和 22（2040）年度に

3,900 人を下回ることが見込まれています。 
 

【令和 22（2040）年度までの要介護（支援）認定者数の推計】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            （単位︓⼈） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※認定率は⾼齢者⼈⼝に占める要介護（支援）認定者数（第 2 号被保険者を含む）の割合 

（資料）実績値は介護保険事業状況報告（10 月 1 日現在）、推計値は平成 30 年度・令和元年・２年度実績値（⾒込み）を基に厚⽣労働省
の地域包括ケア「⾒える化」システムを用いて算出（10 月１日現在推計値） 

 

 

第14期 
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6,253 7,025 7,512 7,959 8,418 8,963

6,277 6,740 6,763 6,693 6,666 6,870

23.5% 25.4% 26.4% 27.4% 28.8% 31.2%

-5.0%

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015
平 成 27 年

2020
令 和 ２ 年

2025
令 和 ７ 年

2030
令 和 12 年

2035
令 和 17 年

2040
令 和 22 年

（％）（1,000世帯）
世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

世帯主65歳以上の夫婦のみ世帯
世帯主65歳以上の単独世帯
世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

第３章 高齢者福祉の将来像 
１．わが国の高齢者福祉に関する課題 
（１）人口減少と少⼦高齢化の進⾏（2025 年問題、2040 年問題） 

我が国は総人口が減少に転じていくなか、団塊の世代や団塊ジュニア世代の高齢化に

よって、総人口に占める高齢者の割合はますます増加し、65 歳以上の高齢者人口は、令

和 22（2040）年には 3,921 万人に達することが予測されています。特に、介護のニーズ

が高くなる 75 歳以上高齢者の総人口に占める割合は、今後も増加を続け、令和 37（2055）

年には、25％を超える見込みとなっています。 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年以降は、一人暮らしや高齢夫婦世帯、

認知症高齢者等の支援を要する高齢者が大幅に増加し、医療や介護の需要がさらに増加・

多様化することが予測されています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【⽀援を要する高齢者の状況（認知症高齢者、高齢者世帯）】 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
  

1,691 2,180 2,239 2,248 

1,768 
1,497 1,681 

1,133 

7,656 

7,170 

5,978 

4,529 

1,578 
1,407 

1,194 

898 

13.9

12.2

15.1

12.9

13.3

17.8 20.2

25.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950

昭 和

25 年

1955

昭 和

30 年

1960

昭 和

35 年

1965

昭 和

40 年

1970

昭 和

45 年

1975

昭 和

50 年

1980

昭 和

55 年

1985

昭 和

60 年

1990

平 成

２ 年

1995

平 成

７ 年

2000

平 成

12 年

2005

平 成

17 年

2010

平 成

22 年

2015

平 成

27 年

2016

平 成

28 年

2020

令 和

２ 年

2025

令 和

７ 年

2030

令 和

12 年

2035

令 和

17 年

2040

令 和

22 年

2045

令 和

27 年

2050

令 和

32 年

2055

令 和

37 年

2060

令 和

42 年

2065

令 和

47 年

（％）人（万人）

75 歳 以 上 65 ～ 74 歳 15 ～ 64 歳

０ ～ 14 歳 不詳 前期高齢化率（65歳～74歳割合）

後期高齢化率（75歳以上割合）

高齢者 計

3,459

総人口

実績値

12,254

11,092

8,808

3,677
3,921

3,381

推計値

12,693 

（資料）2016 年までは総務省統計局「国勢調査」および「⼈⼝統計」、2020 年以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「日本の将来推計⼈⼝（平成 29 年４
月統計）中位推計」 

 認知症高齢者数の推計 

 

2012年 2025年

４６２万人 
（１５％） 

約７００万人 
（約２０％） 

（括弧内は６５歳以上人口対比） 

（資料）厚⽣労働省 
国⽴社会保障・人口問題研究所「⽇本の世帯数の推計推計(全国推計)（平成３０(2018))年１⽉統計）より作成 

※「⽇本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する
研究」（平成２６年度厚⽣労働科学研究費補助⾦特別
研究事業 九州⼤学 ⼆宮教授）による速報値 
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（２）「地域共生社会」の実現に向けた介護保険制度の改正 
国では前述のような状況を見据えて、高齢化が進行し暮らしや地域の在り方が多様化

するなかでも、人と人、人と資源が世代や分野を超えて繋がる「地域共生社会」の実現を

目指し、３つの方針とそれを推進するために重要な取り組みを、介護保険制度の見直し

の意見として提示しています。 

今般の介護保険制度の制度見直しは、令和７（2025）年に向けた地域包括ケアシステム

の推進や介護人材不足等に対応するとともに、令和 22（2040）年を見据え、地域共生社

会の実現を目指し、制度の持続可能性を確保しながら、自立支援・重度化防止や日常生活

支援等の役割・機能を果たし続けられるよう制度の整備や取り組みの強化を図るものと

位置付けています。 

 

【介護保険制度改⾰の全体像】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１．介護予防・地域づくりの推進 
〜健康寿命の延伸〜 

／「共生」・「予防」を両輪とする 
認知症施策の総合的推進 

２．地域包括ケアシステムの推進 
〜地域特性等に応じた介護基盤整備 

・質の高いケアマネジメント〜 

保険者機能の強化 データ利活⽤のための ICT 基盤整備 

制度の持続可能性の確保のための⾒直しを不断に実施 

３．介護現場の革新 
〜人材確保・生産性の向上〜 

 地域共生社会の実現と 2040 年への備え 

 
（イメージ） 

介護保険制度改革 

（資料）厚⽣労働省 
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２．本市の高齢者福祉に関する課題 
 
（１）人口減少・少⼦高齢化の進⾏ 

本市の高齢化率は全国・福岡県に比べて非常に高い水準で推移しており、既に市民の

約３人に１人が 65 歳以上、約５人に１人が 75 歳以上という状況です。高齢者人口は、

令和３年の 22,000 人をピークに緩やかに減少に転じ、令和 22（2040）年には 17,500 人

程度と、高齢者人口自体も減少することが見込まれます。 

また、人口減少・少子高齢化の状況は市内でも地域差が大きく、八女地区の高齢化率が

30％程度であるのに対して、上陽・黒木・立花・星野地区の高齢化率は 40％強、特に矢

部地区では高齢化率が 50％を超えており、約３人に１人が 75 歳以上という状況です。今

後も矢部・星野地区等の中山間地を中心に、人口減少・過疎化が一層深刻化するものと見

込まれます。地域ごとの人口や世帯の状況等を前提とした、生活支援や支え合い等の仕

組みの更なる強化が重要です。 

 

（２）日常⽣活圏域の状況に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進 
本市は、北九州についで県下第２位の広大な面積を有する市であり、前述のように市

内でも人口の状況や介護サービス等の供給基盤、交通環境をはじめとした生活環境等の

地域差が大きいという特徴があります。このような本市の地域性を踏まえて、第６期計

画で構築した地域包括ケアシステムの体制を、地域共生社会の実現に向けてさらに深化・

推進することが重要です。 

また、介護事業者調査で介護人材不足の深刻化が指摘されているとともに、令和７

（2025）年以降は現役世代の減少により、介護人材の確保がより困難になることが見込

まれています。細やかな支援を実施するためにも、介護人材の確保・育成に向けた事業展

開が重要です。 

 

（３）高齢者の⽣活に係る多様な分野との連携強化 
本市の高齢者の生活に係る課題については、各種アンケート調査結果にみられるよう

に、買物・通院等の移動の問題や住まい、災害時対応など、福祉分野に留まらない「まち

づくり」全般に係る様々な課題が指摘されています。特に、中山間地における移動につい

ては、前述のとおり高齢者世帯の増加や、ニーズが多様化していることもあり、個々の状

況に応じた対応が求められています。 

このため、公共交通網形成や中山間地対策等の関連分野との連携をより一層強化する

とともに、福祉分野においては「我が事・丸ごと」の地域共生社会形成という視点も踏ま

えた取り組みをすすめます。 
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⼋⼥市 高齢者福祉・介護保険関連 基礎データ １ 
 
 
  

＜参考＞人口ピラミッド
　　　　　　　　　（令和2年10月1日現在）

⼋⼥地区

01,0002,0003,000

男性

0 1,0002,0003,000

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

⼋⼥市全体

02,0004,0006,000

男性

0 2,0004,0006,000

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

上陽地区

0100200300400500

男性

0 100200300400500

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

⼋⼥市
全体

⼋⼥
地区

62,064人 37,460人

22,124人 11,318人

11,883人 5,712人

35.6% 30.2%

19.1% 15.2%

25,075世帯 15,194世帯

2.40人/世帯 2.47人/世帯

15,240世帯 7,869世帯

4,841世帯 2,601世帯

3,660世帯 1,863世帯

6,739世帯 3,405世帯

8,501世帯 4,464世帯

33.9% 29.4%

※市全体は市外居住者を含む

4,057人 1,925人

45人 25人

18.3% 17.0%

26か所 22か所

26か所 18か所

8か所 3か所

40か所 17か所

13か所 7か所

213人 96人

148か所 41か所

148か所 49か所

6,462人 2,668人

463人 241人

総人口

⾼齢者人口

後期⾼齢者人口（75歳以上）

⾼齢化率

後期⾼齢化率

総世帯数

一世帯当たり人員

⾼齢者のいる世帯数

一人暮らし⾼齢者世帯

その他の⾼齢者のみの世帯

同居世帯
（再掲）
一人暮らし＋その他⾼齢者のみ
総世帯数に占める「一人暮らし ＋
その他⾼齢者のみ」世帯の割合

要介護（要支援）認定者数　

第１号被保険者（65歳以上）

第２号被保険者（40-64歳）

認定率

訪問系サービス事業所

通所系サービス事業所

短期入所系サービス事業所

地域密着型サービス事業所

介護保険施設、特定施設

⺠⽣委員・主任児童委員

ふれあいサロン　

⽼人クラブ（クラブ数）※R2.4現在

⽼人クラブ（会員数）※R2.4現在

シルバー人材センター（会員数）

人口
（令和２年10月

現在）

介護
（令和２年10月

現在）

4,102人 1,950人

介護保険サービス
事業所

（令和２年９月
現在）

その他
（令和２年９月

現在）

基礎統計 世帯
（令和２年10月

現在）

地域資源
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⿊⽊地区 ⽴花地区 矢部地区 星野地区

05001,0001,500

男性

0 500 1,0001,500

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

05001,0001,500

男性

0 500 1,0001,500

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

0100200300400500

男性

0 100200300400500

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

0100200300400500

男性

0 100 200 300 400 500

0代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

90代以上

（人）

⼥性

上陽
地区

⿊⽊
地区

⽴花
地区

矢部
地区

星野
地区

2,675人 9,818人 8,722人 1,053人 2,336人

1,165人 4,333人 3,717人 555人 1,036人

665人 2,438人 2,036人 381人 651人

43.6% 44.1% 42.6% 52.7% 44.3%

24.9% 24.8% 23.3% 36.2% 27.9%

1,135世帯 3,837世帯 3,406世帯 499世帯 1,004世帯

2.36人/世帯 2.56人/世帯 2.56人/世帯 2.11人/世帯 2.33人/世帯

803世帯 2,904世帯 2,514世帯 390世帯 760世帯

251世帯 830世帯 671世帯 176世帯 312世帯

213世帯 702世帯 624世帯 109世帯 149世帯

339世帯 1,372世帯 1,219世帯 105世帯 299世帯

464世帯 1,532世帯 1,295世帯 285世帯 461世帯

40.9% 39.9% 38.0% 57.1% 45.9%

224人 785人 562人 132人 226人

2人 6人 7人 1人 1人

19.2% 18.1% 15.1% 23.8% 21.8%

0か所 2か所 2か所 0か所 0か所

2か所 2か所 3か所 0か所 1か所

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

2か所 10か所 8か所 1か所 2か所

1か所 2か所 1か所 1か所 1か所

17人 38人 31人 14人 17人

13か所 54か所 18か所 13か所 9か所

7か所 49か所 22か所 13か所 8か所

270人 2,010人 765人 392人 357人

⼋⼥に含む 104人 68人 ⿊⽊に含む 50人

226人 791人 569人 133人 227人
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⼋⼥市 高齢者福祉・介護保険関連 基礎データ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼋⼥市
全体

⼋⼥
地区

13.5％ 12.1％

34.0％ 32.9％

16.3％ 12.5％

1.0％ 0.5％

19.9％ 19.9％

64.9％ 65.0％

34.5％ 33.0％

家事の支援
（27.6％）

家事の支援
（26.7％）

外出時の送迎
（22.0％）

外出時の送迎
（19.8％）

24時間電話相談
（14.0％）

24時間電話相談
（14.1％）

買物の代⾏
（12.3％）

買物の代⾏
（12.1％）

簡単な修理や修繕
（9.5％）

簡単な修理や修繕
（10.5％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（66.0％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（66.2％）

災害・緊急時対策
（59.1％）

災害・緊急時対策
（53.8％）

施設の確保
（41.5％）

通いの場の充実
（41.5％）

運動器機能低下リスク

転倒リスク

閉じこもりリスク

低栄養リスク

手段的⾃⽴度低下リスク
（買物・食事準備等）

参加者としての参加意向

お世話役としての参加意向

第１位

第２位

第３位

第４位

第５位

第１位

第２位

第３位

⽣活機能等リスク
該当者割合

地域の健康づくり
活動等への参加

在宅⽣活継続に
必要だと思う⽣活

支援サービス

⺠⽣委員
アンケート

⾼齢者が地域で暮
らしていくために、
必要だと思う⽣活

支援サービス

介護予防・
日常⽣活圏域

ニーズ調査
（一般⾼齢者 ＋
総合事業対象者）
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上陽
地区

⿊⽊
地区

⽴花
地区

矢部
地区

星野
地区

12.6％ 16.4％ 13.9％ 23.1％ 11.0％

34.5％ 39.0％ 30.6％ 51.3％ 28.8％

26.4％ 17.0％ 21.0％ 23.1％ 23.3％

1.1％ 1.9％ 2.4％ 0.0％ 0.0％

18.4％ 21.4％ 17.9％ 15.4％ 23.3％

59.8％ 69.8％ 62.3％ 61.6％ 58.9％

37.9％ 40.6％ 30.6％ 33.3％ 35.6％

外出時の送迎
（31.0％）

家事の支援
（27.7％）

家事の支援
（29.0％）

家事の支援
（30.8％）

外出時の送迎
（28.8％）

家事の支援
（29.9％）

外出時の送迎
（24.2％）

外出時の送迎
（21.0％）

買物の代⾏
（25.6％）

外出時の送迎
（25.6％）

家事の支援
（27.4％）

買物の代⾏
（11.5％）

24時間電話相談
（17.0％）

24時間電話相談
（15.5％）

24時間電話相談
（12.8％）

買物の代⾏
（15.1％）

弁当配食（10.3％） 買物の代⾏
（11.0％）

買物の代⾏
（12.3％）

簡単な修理や修繕
（12.8％）

24時間電話相談
（8.2％）

外出時の付き添い
（6.9％）

電話による安否確認
（7.9％）

簡単な修理や修繕
（11.9％）

電話による安否確認
（7.7％）

弁当配食（7.7％）

簡単な修理や修繕
（8.2％）

弁当配食（8.2％）

災害・緊急時対策
（64.3％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（80.6％）

災害・緊急時対策
（64.0％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（75.0％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（53.8％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（57.1％）

災害・緊急時対策
（67.7％）

⾒守り・孤⽴化防⽌
（56.0％）

施設の確保
（62.5％）

施設の確保
（53.8％）

施設の確保
（50.0％）

施設の確保
（48.4％）

移動手段の提供
（48.0％）

災害・緊急時対策
（50.0％）

災害・緊急時対策
（53.8％）
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３．計画の基本理念 
 

本市では、合併後の第４期計画から、計画の基本理念を「いつまでも健康で安心してと

もに暮らせる環境づくり」とし、地域包括ケアシステムの構築に取り組んできました。 

第８期計画の基本理念についてもこれを踏襲し、本市のすべての高齢者が、できる限

り介護等を要する状態にならず健康で暮らせるよう、また、介護や生活支援、医療等が必

要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の関

係団体等と連携・協働し、令和７（2025）年、令和 22（2040）年に向けて、各日常生活

圏域の状況に応じた地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に取り組むこととしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
計画の基本理念 

いつまでも健康で安心してともに暮らせる環境づくり 
〜いつまでもいきいきと暮らせる⼋⼥市を目指して〜 
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４．計画の方向性（基本目標） 
計画の基本理念の実現に向け、計画の基本的な方向性を以下のとおりとし、計画を推

進します。 

 
 
（１）地域で高齢者を⾒守り、支え合う地域包括ケア体制の充実 

地域包括支援センターについて、地域の関係機関等とのネットワーク構築等をはじめ

としたセンター機能のさらなる充実強化を図り、高齢者世帯が抱える様々な相談に対応

できる身近な相談窓口として認知されるようセンター事業の周知に取り組みます。 

地域ケア会議については、「八女市地域包括ケア推進支援会議等設置要綱」に基づいた

３階層の地域ケア会議を引き続き開催し、個別の課題や地域課題の解決を図ります。ま

た、地域住民や介護・福祉・医療等関係者、その他民間企業等とも連携しながら、高齢者

の見守りや支え合いのためのネットワークや仕組みの強化を図ります。 

県と市が連携した介護人材の確保を計画的に進める必要があります。本市ではサービ

ス従事者に対する研修の実施支援や実地指導を通して、介護従事者の資質向上を図って

います。介護サービス従事者の発掘・育成やボランティア等の多様な地域人材の確保と

資質向上支援に努めるとともに、人的制約がある中で質の高いサービスを提供するため

に、介護現場革新のための取り組みを検討します。 

 

（２）介護予防と⽣活支援の充実 
健康づくり・介護予防の取り組みを強化して健康寿命の延伸を図ることが求められて

います。介護予防・日常生活支援総合事業については、より効果的な事業として展開する

ため、新たなサービスの構築を含め、関係機関等と連携した事業の検証を行っていきま

す。 

一般介護予防事業については、事業評価を行いながら、大学等の関係機関との連携に

よるデータ分析に基づいた事業の実施や、保健事業等との連携を行い、高齢者の保健事

業と介護予防を一体的に実施していきます。 

高齢者の日常生活を支え、生きがいや介護予防につながる社会参加の機会を確保する

ため、生活支援体制整備事業を継続します。地域の様々な助け合い活動をつなげ、組み合

わせる調整役を担う生活支援コーディネーターの配置を継続し、多様な協議体と協働し

ながら、地域における高齢者の生活支援を行います。 

 

（３）健康づくりや社会参加・⽣きがいづくりの推進 
社会福祉協議会や生活支援コーディネーター等と連携して「ふれあいサロン」の活動

支援に取り組むとともに、就労支援、老人クラブ等による社会参加や生涯学習・スポーツ

活動等により、社会参加の推進を図ります。また、元気な高齢者が様々な場面で活躍する

ことを支援します。 

 

（４）安心して暮らせる環境づくりの推進 
令和元年６月に認知症施策推進関係閣僚会議において、「認知症施策推進大綱」がとり

まとめられました。認知症になっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続

けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取り組みを進めていきます。認知
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症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し、

認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として取り組みを

進めていきます。 

介護保険においては、認知症施策推進大綱の５つの柱に基づき、認知症への正しい理

解を広めるために地域住民や企業への啓発を継続するとともに、認知症地域支援推進員

の機能強化を図り、地域包括支援センター等の地域における相談体制の充実を推進しま

す。また、行政、事業者、専門職、教育等の様々な分野と連携を取りながら、横断的に協

働した事業を展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
高齢化が進むなか、医療と介護の両方を必要とする高齢者が地域の中で安心して在宅

生活を送れるよう、「在宅医療・介護連携推進事業」を筑後市・広川町や八女筑後医師会

と連携して広域的な取り組みを進めます。 

あわせて、虐待等から高齢者を守るための権利擁護施策や家族介護者への支援に継続

して取り組みます。 

また、高齢者の生活の基盤となる「住まい」に関する支援のあり方について、介護保険

の施設・居住系サービス等の状況も勘案し、自宅と介護施設の中間に位置する有料老人

ホーム等についても、住まいの質の確保を図ります。買物や通院等の移動支援も含めた

高齢者にやさしい福祉のまちづくりに努めます。 

平成 24 年７月北部九州豪雨をはじめ、平成 30 年に発生した西日本豪雨、令和元年の

九州北部豪雨、令和２年には令和２年７月豪雨と、甚大な風水害が続発しています。本市

においても、山間部を中心に災害に対する不安感がますます高くなっていることから、

引き続き避難行動要支援者に対する支援体制の充実を図ります。 

 

（５）介護保険サービスの充実 
令和７（2025）年、令和 22（2040）年に向けて、地域ごとの介護需要を踏まえるとと

もに、家族介護者の離職ゼロの実現に向けたサービス基盤の整備や地域医療構想との整

合性を考慮することが必要です。そのうえで、高齢者人口や認定者数、必要なサービス等

を推計した上で、本計画期間内のサービス量を適切に見込み、必要な基盤整備を図りま

す。 

国において、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取り組みを推進するための保

険者機能強化推進交付金が平成 30 年度に創設されました。また、令和２年度には、介護

保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、介護保険保険者努力支援交付金が

創設されています。 

本市では、これらの交付金を活用して、自立支援事業や介護予防事業を推進していき

ます。 

  

１．普及啓発・本人発信支援 

２．予防 

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

５．研究開発・産業促進・国際展開 

認知症施策推進大綱の 5 つの柱 
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５．日常⽣活圏域の設定 
本計画における日常生活圏域は、第７期計画同様、旧市町村単位の６圏域とします（八

女地区、上陽地区、黒木地区、立花地区、矢部地区、星野地区）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【⽇常⽣活圏域別の概要】 

圏域名 区域 
人口の状況（令和２年 10 月１日現在） 

総人口 高齢者人口 高齢化率 

八 女 地区 旧八女市 37,460 人 11,318 人 30.2％ 

上 陽 地区 旧上陽町 2,675 人 1,165 人 43.6％ 

黒 木 地区 旧黒木町 9,818 人 4,333 人 44.1％ 

立 花 地区 旧立花町 8,722 人 3,717 人 42.6％ 

矢 部 地区 旧矢部村 1,053 人 555 人 52.7％ 

星 野 地区 旧星野村 2,336 人 1,036 人 44.3％ 



第１部 総論 
第３章 ⾼齢者福祉の将来像 

46 
 

  
地域で高齢者を見守

り、支え合う地域包

括ケア体制の充実 

  
介護予防と生活支援

の充実 

  
健康づくりや社会参

加・生きがいづくり

の推進 

  
安心して暮らせる環

境づくりの推進 

  
介護保険サービスの

充実 

６．計画の体系 
計画の基本理念と５つの方向性のもと、以下の体系により関連施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い
つ
ま
で
も
健
康
で
安
心
し
て
と
も
に
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り 

～
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
八
女
市
を
目
指
し
て
～ 

【基本理念】  【計画の方向性】           【主要施策】 

基本目標 １ 

基本目標 ２ 

基本目標 ３ 

基本目標 ４ 

基本目標 ５ 

１ 八女市地域包括ケアシステムの深化・推進 

２ 地域包括支援センターの機能強化 

３ 地域ケア会議の推進 

４ 地域での見守り・支え合う体制の充実 

５ 介護人材等の確保・育成及び介護現場の業務効率化 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

２ その他の生活支援サービスの充実 

３ 地域と連携した介護予防・生活支援の展開 

４ 自立支援・重度化防止に向けた取り組みの推進 

１ 健康づくり・生きがいづくり活動の推進 

２ その他の社会参加活動等の推進 

１ 認知症施策の推進 

２ 在宅医療・介護連携の推進 

３ 高齢者の権利擁護と家族介護者への支援 

４ 福祉のまちづくりの推進 

５ 防犯・防災対策の充実 

２ 施設・居住系サービス 

３ 地域密着型サービス 

４ 居宅サービス 

５ 介護保険サービスの量と給付費 

６ 介護保険の事業費 

７ 介護保険料の算出 

８ 介護給付適正化に向けた取り組みの推進 

９ 介護保険の円滑な運営のための方策 

１ サービス基盤の整備 
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【各 論】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆八女市地域包括ケアシステムの深化・推進 
◆地域共生社会に対応した地域包括支援センター体制の確立 ◆包括的支援事業等との連携  
◆地域包括支援センター業務の推進 
◆地域ケア会議の推進  
◆一人暮らし等高齢者の見守り活動 ◆認知症高齢者等 SOS ネットーワーク事業  
◆救急医療情報キット配布事業 ◆関係団体等との連携 
◆介護人材の確保・育成 ◆生活支援サービス等の担い手の確保・育成  
◆介護予防サポーター等の確保・育成 ◆介護現場の業務効率化 

◆介護予防・生活支援サービス事業 ◆一般介護予防事業  
◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 
◆配食サービス事業 ◆緊急通報システム事業 ◆老人福祉電話の貸与事業 ◆高齢者生きがい活

動支援通所事業（生きがいデイサービス） ◆在宅支援住宅改修事業 ◆生活支援ヘルパー派遣事業 

◆生活管理指導短期宿泊事業 ◆介護保険以外の施設や福祉センター等 ◆その他のサービス 
◆地域と連携した介護予防・生活支援の展開 
◆自立支援・重度化防止に向けた取り組みの推進 

◆高齢期以前からの健康づくりの推進 ◆介護予防に資する住民主体の通いの場等の創出 
◆ふれあいサロン ◆生涯スポーツ・生涯学習の推進 
◆高齢者の就労促進◆老人クラブ活動への支援 

◆サービス基盤の整備 
◆施設・居住系サービス 
◆地域密着型サービス 
◆居宅サービス 
◆予防給付 ◆介護給付 
◆標準給付費 ◆地域支援事業費 
◆介護保険料の算出 
◆主要５事業の推進 ◆給付適正化の取り組み目標 
◆情報提供の充実 ◆サービス事業者指導の充実 ◆サービス従事者の研修 ◆介護支援専門員へ

の支援 ◆相談・苦情処理窓口の充実 ◆保険者機能強化推進交付金等にかかる取り組み 

◆認知症予防施策の充実 ◆認知症高齢者や家族への支援 
◆在宅医療・介護連携の推進 
◆高齢者の権利擁護の推進 ◆介護に取り組む家族等への支援の充実 
◆安心して生活できる住まいの確保 ◆高齢者にやさしいまちづくりの推進 
◆避難行動要支援者への避難支援の充実 ◆感染症に対する備えの充実 ◆事故・犯罪対策の充実 
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◎⼋⼥市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画における重点目標 

基本目標 

の区分 
取り組み内容 

基本目標１ 

地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターの体制整備による機能強化をはかり、全世代が相談できる包

括的総合相談窓口としての認知度向上と定着を図ります。 

【50 頁参照】 

基本目標１ 

介護人材等の確保・育成及び介護現場の業務効率化 

介護従事者のスキルアップの支援に努めるとともに、介護人材確保・育成関連事業

を推進します。 

【58 頁参照】 

基本目標２ 

介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

健康寿命の延伸を目指し、介護予防・日常生活支援総合事業のさらなる充実を行い、

地域や高齢者のニーズに合わせた多様なサービスの構築を検討します。 

【59 頁参照】 

基本目標４ 

認知症施策の推進 

認知症に関する理解の普及・啓発のため認知症サポーター養成講座を通じて地域人

材を育成します。 

【73 頁参照】 
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第１章 地域で高齢者を⾒守り、⽀え合う地域包括ケア体制の充実 
 

１．⼋⼥市地域包括ケアシステムの深化・推進 

本市では、地域共生社会の実現を目指した地域包括ケアシステムの深化・推進の

ために、第７期計画期間中には、地域住民への地域包括ケアシステムの周知活動や、

高齢者のニーズに応じた切れ目のないサービス提供体制の構築等に努めてきまし

た。 

今後も、生活支援コーディネーターと連携し、小地域ケア会議、日常生活圏域地

域ケア会議、地域包括ケア推進支援会議の３階層からなる地域ケア会議を開催しな

がら、地域包括ケアシステムの深化・推進を目指します。 

 

【⼋⼥市地域包括ケアシステム（イメージ）】 
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２．地域包括⽀援センターの機能強化 

（１）地域共生社会に対応した地域包括⽀援センター体制の確⽴ 

地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援する役割を担う中核拠点です。 

本市では、日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置しており、第７期計

画期間中には、国の評価指標や、地域包括支援センター運営協議会等における評価・

点検を実施し、地域包括支援センターの機能強化を図ってきました。 

更なる地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、高齢者のみならず、障がい・

子ども・生活困窮等複合的な課題を抱えた世帯の相談に対応できる地域共生社会に

対応した総合的な相談支援体制を目指し、「３職種」5を配置した相談体制整備や、

統括部門の機能強化及び関係機関との連携強化を推進します。 

また、東部地区の機能強化及び効率的な運営体制の構築を進めていきます。 

高齢者に対するアンケート調査によると、地域包括支援センターに対する認知度

は上昇傾向にはありますが、総合相談窓口としてのさらなる認知度向上と定着を図

ります。そのために、ホームページ、広報、ＦＭ八女やほうかつ通信の発行等によ

り市民への周知を拡充します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5「３職種」：主任介護支援専門員・保健師等・社会福祉士等 

保健や福祉、介護の専門職である３職種を配置したチームアプローチによる相談体制整備 

⿊
⽊
支
所 

市
⺠
⽣
活
福
祉
係 

星
野
地
域
包
括
支
援

 

矢
部
地
域
包
括
支
援

 

⿊
⽊
地
域
包
括
支
援

 

⽴
花
地
域
包
括
支
援

 

本
庁 

介
護
⻑
寿
課 

 

⼋⼥市地域包括支援センター運営協議会 
（センターの組織、運営、評価について協議） 

⼋
⼥
地
域
包
括
支
援

 

上
陽
地
域
包
括
支
援

 

介護⻑寿課 

⽴
花
支
所 

市
⺠
⽣
活
福
祉
係 

上
陽
支
所 

市
⺠
⽣
活
福
祉
係 

  

矢
部
支
所 

市
⺠
⽣
活
福
祉
係 

星
野
支
所 

市
⺠
⽣
活
福
祉
係 

地域共⽣社会に向けた体制整備・機能強化 

・地域包括支援センターの統括（管理者会議等の開催、相談・指導・支援等） 

・センター業務の点検 等 
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【⼋⼥市地域包括支援センターの体制】 
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（２）包括的⽀援事業等との連携 

本市では、地域包括支援センターの体制整備とともに「地域ケア会議の推進」

や「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」等を実施し、包括的な支

援を図ってきました。今後も、認知症施策や在宅医療・介護連携の推進、介護予

防事業等、各圏域の特性に応じた取り組みが必要です。 

地域包括支援センターの業務は、これらの包括的支援事業すべてと密接に関係

しているため、各圏域のセンターにおいて、これらの事業に適切に関与できるよ

う、地域包括支援センターの基本指針・運営指針に基づき、さらなる機能強化を

図ります。 

包括的支援事業等との連携のために、地域ケア会議を主宰し、地域課題を共有

し、課題解決に向けたネットワークの構築や資源の掘り起こしを行います。 

また、医療・介護分野の多職種連携を図りながら在宅医療・介護連携を推進し、

在宅での切れ目のない支援を行っていきます。さらに認知症施策の推進において

は、初期集中支援チームを活用し適切な医療につなげるとともに、認知症地域支

援推進員による相談体制を強化し、「認知症施策推進大綱」に基づき「共生」と

「予防」を両輪として支援するとともに早期介入に努めます。 

 
【地域包括⽀援センターの機能強化（包括的⽀援事業等との連携イメージ）】 
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（３）地域包括⽀援センター業務の推進 

地域包括支援センターで行う以下の主要４業務について、市内のどの圏域におい

ても同一の支援サービスが提供されるよう、各センターの業務の平準化に取り組み

ます。 

そのために地域包括支援センター職員は、センター全体のスキルアップのため、

必要な知識や技術の習得を目的とした研修会や講演会に積極的に参加し、相談技術

やケアマネジメント技術の向上を図ります。また、地域包括支援センターの職種ご

とに部会をつくり、研修等を企画しながら連携を深め、スキルアップに努めます。 

 

① 介護予防ケアマネジメント業務 
要支援認定者に対する予防給付に関するケアマネジメント及び介護予防・日常生

活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおけるケアマネジメントを行う業

務です。 

地域包括支援センター職員のスキルアップを図りながら、引き続き質の高いケア

マネジメントの実施に向けて取り組みます。 

 

② 総合相談⽀援業務 
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続してい

くことができるようにするために、どのような支援が必要かを把握し、地域におけ

る適切なサービスの利用につなげる等の支援を行うための業務です。 

複雑な問題を抱えた処遇困難事例が増加し、障がいや子ども、生活困窮等の関係

部署との連携の必要性が高まっていることから、総合的に相談できる体制づくりに

努めます。 

また、地域包括支援センターを中心に、地域でのネットワーク構築や実態把握に

努め、保健・福祉・医療サービスや様々な社会資源を活用できるよう、生活支援コ

ーディネーターと連携しながら地域ケア会議等を通じて地域の社会資源等の整理

や紹介、社会資源創出の検討等を行います。 
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③ 権利擁護業務 
地域の関係者等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等に

つながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳の

ある生活を維持し、安心して生活できるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者

虐待や消費者被害等から高齢者の権利を守るために必要な支援を行う業務です。 

成年後見制度や社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業（八女安心

サポート事業）の普及啓発及び利用促進に努め、関係機関と連携し対応策の検討、

解決に取り組みます。 

 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続してい

くことができるように、保健、医療及び福祉等の関係団体の関係者による多職種連

携や地域との連携を通じて、包括的・継続的ケアマネジメントを実現するため、介

護支援専門員に対する個別相談・指導、処遇困難事例への指導助言等の後方支援を

行うための業務です。 

関係機関と地域の介護支援専門員との連携を支援し、介護保険サービス以外の社

会資源等の情報共有や、関係機関と連携した事例検討や研修会による資質向上を図

ります。 

また、地域の介護支援専門員のネットワークを強化し、日常的に円滑な業務が実

施されるよう地域の連携・協力体制整備に努め、包括的・継続的なケアマネジメン

ト体制構築を推進します。 
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３．地域ケア会議の推進 

地域ケア会議は、民生委員・児童委員（以下、民生委員という。）等の地域の支援

者を含めた多職種による専門的視点を交え、介護支援専門員のケアマネジメントを

通じて、適切な支援につながっていない高齢者の支援を行うとともに、個別ケース

の課題分析等を通じて地域課題を発見し、地域に必要な資源開発や地域づくり、さ

らには地域包括ケアに係る政策形成につなげることを目指すものです。 

地域ケア会議の推進・充実は、介護支援専門員の資質向上、高齢者個人に対する

支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に図ることが可能であることか

ら、地域包括ケアシステムの構築に有効であるとされています。 

このような地域ケア会議の趣旨を踏まえ、本市では関係機関及び団体が連携して

地域の課題を共有し、高齢者等に対し専門的な支援を効果的かつ重層的に行えるよ

う、「地域包括ケア推進支援会議等設置要綱」に基づき、下図①～③の３階層（地域

包括ケア推進支援会議・日常生活圏域地域ケア会議・小地域ケア会議）の地域ケア

会議を設置、開催しています。 

今後も高齢者のニーズに応じて適切に切れ目ない支援が提供できるよう、また、

地域での支援体制の構築のために、３階層の地域ケア会議を効果的に開催していき

ます。 

高齢者を取り巻く環境は、人口、環境の変化（集落環境・家庭環境・交通環境・

買い物環境等）、医療・介護の充足度、高齢者を支える体制等において地域差があり、

課題や優先順位も異なります。日常生活圏域地域ケア会議は、会議のもつ「ネット

ワーク構築」、「地域の課題の抽出」、「地域づくり・資源開発」の機能を活かし、地

域の団体や関係機関とともに地域づくり課題解決を進めていけるよう理解を図り

ながら定例的な開催に努めます。 

【⼋⼥市の地域ケア会議】 

名称 内容 設置単位 

①地域包括ケア推進

支援会議 

政策、調査研究、ネットワーク構築に関わ

る会議 

市全体 

【市介護長寿課で開催】 

②日常生活圏域地域

ケア会議 

個別事例から地域課題に関わる関係機関

等の定期開催会議 

日常生活圏域（6 圏域） 

【各地域包括支援センター主宰】 

③小地域ケア会議 

個別ケア会議(処遇困難型・自立支援型） 

地域も含め、多職種が協働して高齢者の個

別課題の解決を図るとともに、自立支援に

資するケアマネジメントを支援し、対象者

が地域において自立した日常生活を営む

ために必要な支援体制を検討する会議。 

地域の潜在ニーズの顕在化を図る役割も

ある。 

日常生活圏域（6 圏域） 

【各地域包括支援センター主宰】 
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４．地域での⾒守り・支え合う体制の充実 

（１）一人暮らし等高齢者の⾒守り活動 

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の実態を把握し、緊急時等の支援につなげ

るため、民生委員・児童委員連絡協議会の協力を得て、訪問調査を実施しています。 

調査結果をもとに、一人暮らし高齢者等の緊急連絡先や主治医、生活状況等の情

報を台帳化し、民生委員や地域包括支援センターと情報を共有することで、日常的

な見守り活動・支え合う体制を促進していきます。 

また、福岡県が締結している「見守りネットふくおか」の協定書に基づき、一人

暮らし高齢者等の見守り活動に関して、新聞販売店や郵便局、小売店等の民間事業

者と協定を締結しています。 

今後も本協定の締結先等をはじめとした民間事業者等との連携を図り、安心して

在宅生活ができるよう支援します。 

 

（２）認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

認知症等により高齢者が行方不明となった時に、できるだけ早く発見し保護する

ことを目的に、警察や消防、その他の行政機関や民間事業所等とのネットワークを

構築し、行方不明者の生命・身体の安全確保に努めています（令和元年度末：153 事

業所）。 

また、県南 12 市町による筑後ネットワーク田園都市圏構想において、高齢者等

徘徊ＳＯＳネットワーク広域連携協定により広域ネットワークも構築しています。 

認知症等による高齢者のひとり歩きは今後増加が見込まれるため、必要に応じて

事前登録（あんしん登録）を推進します。 

 

（３）救急医療情報キット配付事業 

一人暮らし高齢者等について、予め主治医や服薬内容等の医療情報、緊急時の連

絡先を記入した用紙を専用の容器に入れて保管し、その情報を消防署と共有するこ

とで、救急等の緊急事態時により早い対応ができるようにする事業です（令和元年

度末：利用登録者数 4,465 人）。 

救急医療情報の有用性は高いため、引き続き救急医療情報キットの普及啓発と定

期的な情報更新の呼びかけを行い、民生委員等の協力を得ながら効果的な設置に努

めます。 
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（４）関係団体等との連携 

① 社会福祉協議会 
社会福祉協議会は、高齢者福祉分野において「ふれあいサロン」の立ち上げ支援、

継続的な関わりから高齢者の生活ニーズ調査を行い、地域の課題抽出、課題解決へ

の活動等を実施しています。 

今後も高齢者福祉分野の中核的団体として、連携・支援を行います。 

 

② ⺠⽣委員・児童委員連絡協議会 
民生委員・児童委員連絡協議会は、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯への訪

問調査、要介護（支援）高齢者の実態把握の実施等、地域の福祉ネットワークを支

える重要な役割を担っています。 

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯をはじめ、支援を要する困難事例が増加傾

向にあることから、今後も民生委員・児童委員連絡協議会と連携して、支援が必要

な人の早期発見と早期対応に取り組みます。 

 

③ ボランティア団体 
社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア活動についての情報

提供や相談、あっせん、活動の場の提供等を実施し、各種ボランティアの育成・支

援を行っています。 

今後も社会福祉協議会と連携し、介護予防に資するボランティア団体の組織づく

りや活動支援に努めていくとともに、生活支援コーディネーターを中心にボランテ

ィア団体のネットワーク化を進め、各種ボランティア活動が活発に行われる体制づ

くりを推進・支援していきます。 

 

④ ⽼人クラブ連合会 
老人クラブは、豊かで明るい長寿社会の実現を目指して、これまで培われた経験

と知恵を活かした健康維持や生きがいづくり活動を実施しています。 

引き続き、老人クラブ連合会と情報を共有し、加入促進及び組織の活性化を図る

とともに、高齢者が地域の中で自主的な活動が展開できるように支援していきます。 
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⑤ ⾏政区や校区まちづくり協議会 
高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、行政区を

はじめ地域の様々な団体が、それぞれの活動を展開しています。また、高齢者に関

する課題をはじめ、青少年に関する課題や安心安全に関する課題など、地域が抱え

る課題を解決するために、地域の様々な団体等が連携・協力して取り組む「まちづ

くり団体」が、小学校区等を単位として組織されています。 

第７期計画期間中には、地域ケア会議等を通じて、問題解決や地域課題等の抽出

を行いました。 

地域で高齢者を見守り支えるための地域包括ケア体制の深化・推進を図るために、

今後もこれらの地域の関係団体と情報共有し連携を深めます。 
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５．介護人材等の確保・育成及び介護現場の業務効率化 

（１）介護人材の確保・育成 

潜在的介護人材の発掘や新たな介護人材の確保に向け、介護職員初任者研修等を

引き続き開催します。そして、研修受講生に対し、市内の介護保険事業者の求人情

報等を発信することで、働き手と介護保険事業者をつなぐ仕組みづくりを構築しま

す。 

また、介護職養成に資する国・県の職業訓練や奨学金等の制度を的確に把握し、

その利用促進のために関係機関等へ適切に情報発信を行っていきます。 

さらに、八女市地域密着型サービス連携会議などの介護・福祉関係事業者等と協

働し、介護人材の確保や育成に向けた研究を行います。また、教育関係機関とも協

働し、「介護」のイメージをプラスに転換すべく、「介護の魅力」を小・中学校等の

教育の現場を含め、広く地域住民へ発信していきます。 

（２）⽣活支援サービス等の担い手の確保・育成 

介護予防・生活支援サービス事業における生活支援サービス等の担い手の確保や

ボランティア団体との連携について、生活支援体制整備事業で設置した生活支援コ

ーディネーターの活動を起点に取り組みを進めています。 

今後も福祉教育の推進、ボランティアの育成により社会参加の意識づくりを推進

しながら、生活支援サービス等の担い手の確保・育成に努めます。 

（３）介護予防サポーター等の確保・育成 

高齢者に関わるボランティアとして、介護予防サポーター等を育成しているほか、

「ふれあいサロン」においても社会福祉協議会の支援等により、地域のボランティ

アが活動の担い手として活躍しています。 

引き続き、介護予防サポーター等の養成講座への支援を行うとともに、介護予防

サポーターとふれあいサロンとのマッチングを行い、地域介護予防サポーターの活

動促進を図ります。 

（４）介護現場の業務効率化 

介護保険サービスの指定申請書類や各種届出書類について、手続きの簡素化や、

実地指導における文書削減のために、ホームページでの様式の公開や、事務手続き

方法の開示等、事務の効率化に向けた取り組みを行ってきました。今後は提出デー

タの電子化や証明印の省略等により一層の簡素化を実施することにより、介護サー

ビス事業者の業務効率化や負担軽減を図ります。 

また、地域医療介護総合確保基金を活用した介護現場へのＩＣＴ（情報通信技術）、

ロボット等の導入支援についてもその効果を検証しながら普及に努めます。
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第２章 介護予防と⽣活支援の充実 

１．介護予防・日常⽣活支援総合事業の充実 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）は、地域支援事

業のひとつであり、住民等の多様な主体によるサービス提供により、市町村におけ

る効果的・効率的な実施が期待されています。 

総合事業では、従来の予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）により

提供されていた専門的なサービスに加え、住民主体の支援等の多様なサービスや高

齢者全般を対象とした一般介護予防事業の充実を図り、要支援認定者及び介護予

防・生活支援サービス事業対象者（以下、「事業対象者」という。）の能力を最大限

活かしつつ、その状態等に応じたサービスが選択できるようにすることが重要とさ

れています。 

健康寿命の延伸を目指して総合事業の充実を図るために、地域の課題や高齢者の

ニーズに合わせた多様なサービスの構築を行います。 

 

【介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の概要】 

 

   

 

 

 訪問看護、福祉用具等

※全国一律の人員基準、運営基準
介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総 合 事 業

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
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（１）介護予防・⽣活支援サービス事業 

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定者・事業対象者の多

様な生活支援ニーズに対応するため、従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護

に相当するサービスに加え、緩和した基準によるサービスや住民主体の支援等も含

め、多様なサービスを実施するものです。 

平成 29 年度から実施している介護予防・生活支援サービス事業を定期的に検証

しながら、必要なサービスの構築を図るとともに、「従来の予防給付に相当するサー

ビス」に加え、「地域支援事業実施要綱」に示された多様なサービスを地域の実情に

応じた事業として展開できるよう、地域包括支援センターや生活支援コーディネー

ターから抽出された高齢者の生活支援ニーズ等の反映に努めます。 

第８期ではリハビリテーション体制の地域格差縮小を目指し訪問型サービスＣ

を実施します。訪問型サービスＣとはリハビリテーション専門職（理学療法士、作

業療法士等）が個人宅に訪問し、生活機能の向上や身体機能維持のために、生活機

能に関する問題を総合的に把握・評価し、社会参加を高めるために必要な相談・指

導及び自立支援に必要な機能訓練等を実施し、事業が終了した後もセルフケアマネ

ジメントできるようサービスを提供するものです。 

八女市では住み慣れた地域や自宅でできる限り自立した生活を送ることができ

るよう、「住家や周辺環境に合わせた身体づくり」を目的として今後もリハビリテー

ション体制の強化・推進に力を入れていきます。 

 

【介護予防・⽣活支援サービス事業の概要】 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（実施中） 

 

（実施予定） 

（実施中） 

（実施中） 

（実施中） 

介護予防・ 

生活支援 

サービス事業 

訪問型サービス 

（第１号訪問事業） 

通所型サービス 

（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 

（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業） 

 

・・従来の訪問 

介護相当 
 

・多様な 

 サービス 

 

・従来の通所 

 介護相当 
 

・多様な 

 サービス 

②訪問型サービス A（緩和した基準によるサービス） 
①訪問介護 

③訪問型サービス B（住民主体による支援） 
④訪問型サービス C（短期集中予防サービス） 
⑤訪問型サービス D（移動支援） 

①通所介護 
②通所型サービス A（緩和した基準によるサービス） 
③通所型サービス B（住民主体による支援） 
④通所型サービス C（短期集中予防サービス） 

①栄養改善を目的とした配食 
②住民ボランティア等が行う見守り 
③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に 

資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの 

一体的提供等） 
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（２）一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場

が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハ

ビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取り

組みを推進し、高齢者が趣味やスポーツなど生きがいや役割をもって生活できる地

域を構築することにより、介護予防を推進することを目的とした事業です。 

今後は、以下の一般介護予防事業の推進にあたって、「地域支援事業の他事業との

連携方策や効果的な実施方策や在り方」、「専門職の効果的・効率的な関与の具体的

方策」、「ＰＤＣＡサイクル6に沿った推進」に向けて検討します。 

地域での介護予防推進のため、通いの場の創出を行い、活動支援のために情報提

供や講師派遣等を行います。 

【一般介護予防事業の概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防把握事業 
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援

を要する高齢者を把握し、介護予防活動につなげる事業です。 

本市では、各種相談業務等の場を活用しながら、介護予防把握事業を実施します。 

  

 
6「ＰＤＣＡサイクル」：Ｐ=Plan（計画）、Ｄ=Do（実行）、Ｃ=Check（評価）、Ａ=Action（改善）のそれ

ぞれの頭文字をとったもの。この４段階を繰り返すことによって業務を継続的に改善すること。 

 
介護予防把握事業 

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握

し、介護予防活動へつなげる。 

介護予防普及啓発事業 

介護予防活動の普及・啓発を行う。 

地域介護予防活動支援事業 

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 

一般介護予防事業評価事業 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行

う。 

地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担

当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 
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② 介護予防普及啓発事業 
すべての高齢者を対象として、介護予防のための基本的な知識を普及・啓発する

ことを目的とした事業です。 

本市では、身体の虚弱や閉じこもり状態とならないよう、運動器の機能を持続向

上させるための運動教室「しっかり貯筋体操」の実施や要介護状態の原因疾患とな

る生活習慣病の重症化予防を図るための講座「人生１００年教室」を日常生活圏域

単位で実施しています。 

引き続き、これらの運動教室や介護予防教室、認知症予防講座等の充実を図り、

生活支援コーディネーターと連携した介護予防啓発の拡充や、主体的な活動（自主

グループ活動）につながる仕組みづくりを推進します。 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 
介護予防に関するサポーター等の人材育成や介護予防に資する地域活動組織の

育成・支援等を目的とした事業です。 

本市では、介護予防に資する人材育成を目的に、社会福祉協議会と連携して、介

護予防サポーターや地域のボランティアの育成等に取り組んでいます。 

高齢者の介護予防推進のためには、地域での自主的な活動の活性化が不可欠です。

引き続き生活支援コーディネーターと連携しながら、これらの人材の確保と育成を

推進していきます。 

 

④ 一般介護予防事業評価事業 
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業

等の評価・分析を行う事業です。 

  本市では、令和２年度より九州大学と連携協定を結び、医療・介護・生活保護・

ニーズ調査等のデータを用いた評価・分析に取り組んでいます。今後、この分析を

活用しながら住民の健康支援を行い、人生 100 年時代を見据えた健康づくり、疾病・

介護予防を推進していきます。 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 
地域における介護予防の取り組みの機能強化を図るために、通所、訪問、地域ケ

ア会議、サービス担当者会議、住民主体の集いの場等へのリハビリテーション専門

職等の関与を促進する事業です。 

総合事業等で実施する介護予防活動や住民主体の場で、専門職の意見が反映され

効果的な介護予防事業が実施できるよう理学療法士会等との連携を進めます。 
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（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

国は、人生 100 年時代を見据え、高齢者の介護予防と生活習慣病予防等の疾病予

防・重症化予防の保健事業を一体的に実践していくことで、高齢者の心身の多様な

課題に対応したきめ細やかな支援につなげ、健康寿命を延伸することを目標として

います。 

高齢者は、加齢に伴う「フレイル」7 や「サルコペニア」8、認知症等の進行により

健康の個人差が大きくなり、複数の疾病を抱える等健康の不安が大きくなってきます。

不安を取り除き、可能な限り住み慣れた地域で自立した生活ができる期間の延伸、生

活の質の維持向上のための支援が必要となってきます。 

本市でも、令和３年度より医療・健診・介護の担当部局が連携し、介護予防の地域

支援事業と生活習慣病予防の保健事業との一体的な実施のために、国保事業の特定健

診と後期高齢者の健診の切れ目ない支援を行い、高齢者一人ひとりの医療・健診・介

護のデータの情報を解析し、地域の健康課題を明確化しながら、高齢者の特性を踏ま

えた保健事業の企画・調整を行い、高齢者に対する個別的な支援と通いの場等への積

極的な関与の取り組みを行っていきます。 

生活圏域ごとに健康課題を把握し、保健師等の医療専門職が低栄養防止・生活習慣

病等の重症化予防のための訪問相談を実施しながら、多様な課題を抱える高齢者や閉

じこもりがちで健康状態の不明な高齢者を把握し支援等を行います。 

また、通いの場等を活用し、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士等の医

療専門職がフレイル予防として運動・栄養・服薬指導・口腔機能向上のための健康教

育・健康相談を実施し生活機能の改善を図ります。 

 

  

 
7「フレイル」：日本老年医学会が 2014 年に提唱した概念で、「Frailty（虚弱）」の日本語訳。加齢に

伴い筋力が衰え、疲れやすくなったり、家に閉じこもりがちになったりすること。適切な治療や予防

を行うことで要介護状態に進まずにすむ可能性がある。 
8「サルコペニア」：加齢や疾患により、筋肉量が減少することで、握力や下肢筋・体幹筋など全身の

「筋力低下が起こること」を指す。または、歩くスピードが遅くなる、杖や手すりが必要になるな

ど、「身体機能の低下が起こること」を指す。 
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２．その他の⽣活支援サービスの充実 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができ

るよう、介護保険対象サービス及び総合事業以外の生活支援を中心とした各種高齢

者福祉サービスを実施していきます。 

 

（１）配食サービス事業 

在宅の虚弱な高齢者や一人暮らし高齢者等で、自力では食事の準備が困難で、食

の確保が難しい人に対して、弁当を配達することにより生活の基本である「食」の

確保と栄養面での健康管理を図るとともに、配達時における安否確認を行うことを

目的とした事業です。 

今後は、生活支援コーディネーターとの連携で把握した利用者ニーズ等を踏まえ

継続して実施していきます。 

 

（２）緊急通報システム事業 

一人暮らし高齢者等に対して、急病や火災時などの緊急時に迅速かつ適切な対応

を図るとともに、健康や日常生活支援等の相談に対応するために、緊急通報装置を

貸与し日常生活での不安感の軽減と緊急時の対応を図っています。 

今後も一人暮らし高齢者等の増加が予測されることから、一人暮らし高齢者等が、

昼夜を問わず安心して生活できるよう、市民への事業内容の周知に努め、緊急通報

装置システム事業の利用の拡大を図ります。 

 

（３）⽼人福祉電話の貸与事業 

虚弱な一人暮らし高齢者等で生活に困窮し、現に電話を保有していない世帯に対

し、外部とのコミュニケーションや緊急時の連絡手段の確保を図るため、電話の貸

与を行う事業であり、今後も継続して実施していきます。 

 

（４）高齢者⽣きがい活動支援通所事業（⽣きがいデイサービス） 

体力は低下しているものの要介護（支援）や事業対象者の認定を受けていない高

齢者等に対して、閉じこもり予防や介護予防の観点から、通所施設において生活指

導や日常生活訓練、入浴、給食、健康チェック等を提供するサービスです。 

今後も総合事業で実施する通所型サービスと一体的な支援体制の構築ができる

よう検討を行っていきます。 
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（５）在宅支援住宅改修事業 

要介護（支援）認定を受けていない在宅の高齢者が、可能な限り住み慣れた地域

でいつまでも安心して生活ができるよう、介護予防の観点から手すりの取り付けや

段差解消をする軽微な住宅改修の費用補助をすることで、転倒予防や動作の容易性

の確保等を図っています。 

今後も自立した生活を送れるよう、継続して実施していきます。 

（６）⽣活支援ヘルパー派遣事業 

要介護（支援）認定は受けていないが、在宅で日常生活に支援が必要な一人暮ら

し高齢者等にホームヘルパーを週に１回程度派遣し、支援や指導等を行う事業で、

今後も継続して実施していきます。 

（７）⽣活管理指導短期宿泊事業 

要介護（支援）認定は受けていないが、在宅の生活習慣等に支障をきたしている

一人暮らし高齢者等に対し、養護老人ホーム等において短期間の宿泊により生活習

慣等の改善指導を行うとともに、体調管理を行うことで要介護（支援）状態への進

行を予防することを目的とした事業で、今後も継続して実施していきます。 

（８）介護保険以外の施設や福祉センター等 

① 養護⽼人ホーム 
環境的及び経済的理由によって、在宅での生活が困難な高齢者が入所するための

施設であり、本市内には１施設（定員 70 名）が設置されています。 

高齢者虐待等による一時保護も含め、様々な問題により介護保険の施設・居住系

サービス等での支援が難しく、養護老人ホームでしか対応できないケースがあるた

め、今後も適切な措置が行えるよう努めます。また、虐待等への対応として関係部

署・関係機関とのさらなる連携強化を図ります。 

② 軽費⽼人ホーム（ケアハウス） 
ケアハウスは、高齢者が訪問介護等の介護保険サービスを利用しながら自立した

生活が確保できるよう、高齢者の居住性とケアに配慮した介護利用型の軽費老人ホ

ームです。本市内には１施設（定員 40 名）が設置されています。 

軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型）は、家庭環境や住宅事情等により、在宅での生活

が困難な高齢者が利用できる施設ですが、現在市内には設置がなく近隣の市町でも

Ａ型が数ヶ所設置されているだけです。 

家庭環境や住宅事情、経済状況等により在宅での生活が困難な高齢者が安心して

日常生活を送ることができる低所得者向けの施設として、近隣の市町の情報も含め

軽費老人ホームの情報収集とその提供に努めます。  
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③ 高齢者⽣活福祉センター等の居住施設 
高齢者生活福祉センターの居住部門は、介護保険施設のサービスを受けられない

一人暮らしの高齢者等で、在宅での生活に不安がある人が一定期間利用できる施設

です。 

本市では、矢部地区（定員 20 名）と星野地区（定員 10 名）に設置しています。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、今後も継続します。 

 
【市内の高齢者⽣活支援センター（居住部門）・シルバーハウジング】 

施設名 所在地 定員等 

高齢者生活福祉センター居住部門（矢部） 
八女市矢部村矢部 4058 番地 1 

「ゆいのもり」内 
20 名 

高齢者生活福祉センター居住部門（星野） 
八女市星野村 10775 番地 14 

総合保健福祉センター「そよかぜ」内 
10 名 

県営シルバーハウジング 

（高齢者世話付住宅） 

八女市矢部村矢部 4277 番地 

「ゆいのもり」内 
10 戸 

 

④ 福祉センター等（⽣きがいづくり・地域支え合い・交流拠点） 
地域の高齢者に対して、健康増進、生きがいづくり、世代間交流の場を提供する

複合的施設として、総合保健福祉センターや地域交流センター等の施設があります。 

今後も身近な地域における高齢者の健康増進や生きがいづくり、交流等の場とし

て有効的な活用を行い、施設の維持管理や利用ニーズ等の効果検証も実施していき

ます。 

【市内の福祉センター等】 
施設名 施設概要 所在地 

多世代交流館 

「共生の森」 

高齢者の介護予防や生きがいづくり、

高齢者を中心に多くの世代がふれあい

と交流を図るなど、多目的に利用でき

る施設です。 

八女市高塚 191 番地 

八女地域福祉センター 
「元気な高齢者づくり」「子育て支援」

「世代間交流」事業の拠点施設です。 

八女市上陽町北川内

123 番地 1 

黒木地域交流センター 

「ふじの里」 

地域住民の保健・福祉・レクリエーショ

ンの拠点施設です。 

八女市黒木町桑原

207 番地 

立花総合保健福祉センター 

「かがやき」 

地域住民の保健・福祉・レクリエーシ

ョンの拠点施設です。 

八女市立花町谷川

1156 番地 

星野総合保健福祉センター 

「そよかぜ」 

地域住民の保健・福祉・レクリエーシ

ョンの拠点施設です。 

八女市星野村 10775

番地 14 
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（９）その他のサービス 

① 家族介護支援事業 
介護や支援を必要とする高齢者を在宅で介護している家族等に対して、適切な介

護知識・技術を習得することを目的とした教室を開催するほか、介護による身体的・

精神的・経済的負担を軽減するための事業です。 

本市では、認知症高齢者等の見守り体制を構築するための八女市認知症ＳＯＳネ

ットワーク事業や、重度の介護が必要な高齢者を在宅で介護している家族への介護

用品支給支援事業を行っており、今後も継続して実施します。 

 

② その他事業 
その他、介護保険事業の運営の安定化や高齢者の地域における自立した日常生活

支援のための事業です。 

認知症等により判断能力が十分でない高齢者の権利を守るため、成年後見制度の

利用促進を行い、必要に応じて市長申立て等の支援を行っています。 

介護支援専門員が支援していない住宅改修のみを希望する利用者に対して、介護

支援専門員や作業療法士等が、住宅改修の支給に係る理由書を作成した場合に、そ

の費用の助成を行う住宅改修支援事業を行っています。 

これらの事業については、今後も継続して実施します。 
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３．地域と連携した介護予防・⽣活支援の展開 

医療・介護等の公的サービスのみならず、元気な高齢者をはじめとした住民が担

い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、

民生委員、地縁組織（行政区等）、民間企業、シルバー人材センター等の高齢者の生

活支援の担い手と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高

齢者の社会参加の推進を一体的に図ることが必要とされています。 

今後、総合事業等の担い手が減少することが予想されるため、ボランティアポイ

ント制度の検討や就労的活動の推進等による担い手の確保が重要となっています。 

本市では、高齢者の介護予防・生活支援サービスの提供体制の構築に向けて、ボ

ランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発や、そのネット

ワーク化等を行う生活支援コーディネーターを配置しています。 

生活支援コーディネーターの活動において、連絡会を定例的に開催し、情報の共

有と活動目的の確認を行い、地域の特性を考慮しながら地域間の平準化を図ります。 

生活支援コーディネーターの配置を継続し、機能強化を図るとともに、まちづく

り団体等に参画し既存の組織を活用しながら多様な関係主体との協議体を設置し、

介護予防・生活支援の視点をもって情報共有を図りながら連携・協働による地域づ

くりを推進します。 

 

【⽣活支援コーディネーター等の役割（イメージ）】 
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４．⾃⽴支援・重度化防⽌に向けた取り組みの推進 

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援

することや、要介護（支援）状態となることの予防、要介護（支援）状態の軽減・

悪化の防止に取り組むことがより一層重要となります。 

本市では、本計画の５つの基本目標のもとで実施する各種施策のうち、高齢者の

自立支援・重度化防止の観点から特に目標値を定めて推進していく取り組みを以下

のとおりとし、年度ごとに実施状況の把握と評価を行っていきます。 

【⾃⽴支援・重度化防⽌に向けた取り組みと目標】 

 

基本目標 

の区分 
取り組み内容 指標 

実績値 目標値 

令和 

元年度 
令和 

５年度 

基本目標

１ 

地域ケア会議の推進 

３階層の地域ケア会議を効果

的に開催する。 

【54 頁参照】 

各会議 

の開催 

回数 

地域包括ケア推進支援会議 １回 ２回 

日常生活圏域地域ケア会議 24 回 36 回 

小地域ケア会議 57 回 72 回 

基本目標

２ 

多様なサービスの創出 

訪問型サービスＣ（短期集中

予防サービス）を実施する。 

【60 頁参照】 

訪問型サービスＣ（短期集中予防サ

ービス）の利用者数 
－ 50 人 

基本目標

２ 

生活支援体制の整備 

生活支援コーディネーターを

本格稼働させ、圏域ごとにニ

ーズを把握しサービス創出に

取り組む。  【68 頁参照】 

第２層生活支援コーディネーター協議

体会議の開催回数 
１回 24 回 

基本目標

３ 

住民主体の通いの場等の創

出 

住民主体の通いの場（介護予

防自主グループ）を創出し、活

動を支援する。   

【70 頁参照】 

住民主体の通いの場（介護予防自主グ

ループ）の設置数 
22 ヶ所 25 ヶ所 

基本目標

４ 

認知症高齢者を支える地域

人材の育成 

認知症サポーター養成講座を

通じて認知症サポーター等の

人材を育成する。 

【74 頁参照】 

認知症サポーター養成講座の参加者数 6,652 人 7,000 人 

基本目標

５ 

地域密着型サービスの基盤

整備 

小規模多機能型居宅介護を６

圏域すべてに整備する。 

   【84 頁参照】 

小規模多機能型居宅介護の設置圏域数 ３圏域 ５圏域 
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第３章 健康づくりや社会参加・生きがいづくりの推進 

１．健康づくり・生きがいづくり活動の推進 

（１）高齢期以前からの健康づくりの推進 

要介護者の有病状況は、生活習慣病やそれを起因とする心疾患や糖尿病、脳疾患

が多くみられ、認知症を含む精神疾患が増加しています。若い世代からの健康診断

の受診をはじめ、高齢期以前からの健康づくりを行うことは、これらの生活習慣病

の発症や重症化を予防し、高齢期の不健康な期間（日常生活に制限のある期間の平

均）の短縮が期待されます。 

今後も「第２期八女市健康増進計画」9、「第２期八女市保健事業実施計画（デー

タヘルス計画）」10等に基づき、特定保健指導、健康相談、健康教育等を実施し、自

立して生活できる期間を延ばせるよう市民の健康づくりを推進していきます。 

 

（２）介護予防に資する住⺠主体の通いの場等の創出 

近年どんなに歳をとっても適切なトレーニングを継続して行うことにより、筋

肉・筋力を向上させることができることがわかってきました。そのためには、高齢

者が容易に通える範囲（歩いて 15 分以内程度）に週１回以上継続してトレーニン

グができる場所（通いの場）が必要になります。また、役割を持つことで要介護認

定のリスクが軽減できることも分かってきており、住民主体で運営をされることが

重要です。今後も介護予防に資する住民主体の通いの場の立ち上げや活動、地域や

自治会、事業者の取り組みについて、地域支援事業を活用した支援を行います。 
また、生活支援コーディネーターと連携してふれあいサロン等さまざまな通いの

場にもさらなる介護予防の普及啓発を行い、地域全体での健康寿命延伸を目指しま

す。 

  

 
9「第２期八女市健康増進計画」：市民の健康増進を図るためライフステージごとに健康問題・課題を

明らかにし、解決のための目標を明確化し健康寿命の延伸を図り、活力ある市づくり目指した計画。

第１期 Ｈ25～Ｈ29／第２期 Ｈ30～Ｈ34 
10「第２期八女市保健事業実施計画（データヘルス計画）」：健康・医療情報（データベース）を活用

してＰＤＣＡサイクルに沿った保健事業を実施し、生活習慣病の予防及び重症化予防に取り組み、国

保加入者の健康増進を図ることで、医療適正化と健康寿命の延伸（疾病・障害・早世の予防）を目指

すための計画。第１期 Ｈ25～Ｈ29／第２期 Ｈ30～Ｈ35 
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（３）ふれあいサロン 

本市では社会福祉協議会と連携し、高齢者等の交流や生きがいづくりの場として、

ふれあいサロンが開催されています。ふれあいサロンは、概ね行政区を単位とする

身近な地域で、介護予防や認知症等に関する知識の普及啓発や、運動機能向上等の

健康づくりの場として、様々な取り組みが行われています（令和元年度末：152 ヶ

所）。 

引き続き、ふれあいサロンを通じた地域課題や支援ニーズの把握、地域人材・資

源の発掘等に取り組みながら、圏域の生活支援コーディネーターとともにふれあい

サロンの活動支援に努めます。 

 

（４）⽣涯スポーツ・⽣涯学習の推進 

高齢者の生きがいづくりの一環として、老人クラブ等の関係機関と連携した高齢

者福祉大会や高齢者スポーツ大会等を開催することにより、高齢者がスポーツやレ

クリエーション等に接する機会の確保に努めます。 
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２．その他の社会参加活動等の推進 

（１）高齢者の就労促進 

高齢者が住み慣れた地域で働くことは、地域貢献や生きがいづくり、介護予防・

重度化防止につながります。今後も高齢者の社会参加を促すために、八女広域シル

バー人材センターと連携を行いながら、高齢者の就労支援に取り組んでいきます。 

 

（２）⽼人クラブ活動への支援 

老人クラブは、60 歳以上の市民が地域を基盤に結成した自主的な組織であり、仲

間づくりを通して、自らの健康づくり、文化・スポーツ活動、社会福祉活動、友愛

訪問等のボランティア活動など様々な社会活動が行われています（令和２年４月現

在：老人クラブ 148 クラブ）。 

近年、会員数やクラブ数が減少傾向にあり、かつ若年層の未加入による会員の高

年齢化等が課題となっています。 

老人クラブが行う各種活動は急速な高齢化の進行に対応していくためにも、今後

より一層重要性を増すことから、引き続き組織運営及び活動に対する助成と支援に

努めます。
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第４章 安心して暮らせる環境づくりの推進 

１．認知症施策の推進 

（１）認知症予防施策の充実 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることも含め、

多くの人にとって身近なものとなっています。 

国において「認知症施策推進大綱」が令和元年６月に取りまとめられ、「共生」と

「予防」を車の両輪として施策を推進することとしています。このため本市におい

ても「認知症施策推進大綱」に沿った事業展開を進めることが重要です。 

いつまでも自分らしい人生を送れるよう、認知症になる恐れのある方に対する予

防をはじめ、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても進行を緩やかにすることを

目指し取り組みを充実します。 

また、認知症があってもなくても自分らしく住み慣れた地域でともに暮らし続け

ていけるよう、今後も認知症に関する理解の普及・啓発を実施し、家族と連携し地

域全体で見守り、支え合う体制づくりを強化します。 

認知症の方が生き生きと活動している姿は、認知症に対する社会の見方を変える

きっかけとなるものであり、多くの認知症の方に希望を与えるものです。認知症の

方から発信の機会が増えるよう、また施策に反映できるように、在宅で介護を行う

家族との連携を図ります。 

 

【認知症施策推進⼤綱  令和元年6⽉18⽇認知症施策推進閣僚会議決定（概要）】 
 
  

（資料）厚⽣労働省 
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① 認知症に関する正しい理解の促進と人材育成 
「認知症キャラバン・メイト」11の育成及びキャラバン・メイトによる認知症サ

ポーター養成講座を、小・中学校や民間企業等も含めた様々な場で開催し、認知症

に関する理解の普及・啓発を実施しています。 

認知症サポーター養成講座については、積極的に実施・啓発を行い、受講を推奨

して認知症サポーターの育成を図り、市民や地域の関係機関、民間企業等の認知症

に対する正しい理解の促進を図るとともに、認知症高齢者や家族を支える地域人材

の拡充に取り組みます。 

また、国の「認知症施策推進大綱」において、認知症の方が安心して暮らし続け

られる地域づくりを進める観点等から、「チームオレンジ」を令和７（2025）年まで

に全市町村で整備するという目標が掲げられています。チームオレンジとは、ステ

ップアップ研修を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の方や

その家族のニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みです。 

本市においても、チームオレンジの整備を検討し、認知症サポーター等の活躍の

場を増やしていくとともに、引き続き認知症キャラバン・メイトの育成及び認知症

サポーターの養成に取り組みます。 

 

② 認知症予防事業の推進 
地域の医療機関と連携を進め、地域包括支援センターと連携しながら早期予防・

早期治療に取り組んでいます。「もの忘れ予防検診」の開催会場を増やし、認知症に

不安がある方が身近な地域で相談できるよう体制整備に努め、認知症の早期発見・

早期対応を図っていきます。また、総合事業の一般介護予防事業等においても、認

知症予防及び啓発事業の推進を図ります。 

 

 

（２）認知症高齢者や家族への⽀援 

① 認知症に関する相談・情報提供の充実 
「認知症地域支援推進員」12を配置し、保健師や地域包括支援センター等と連携

して、認知症に関する相談や支援、情報の提供に取り組んでいます。 

認知症に関する相談ケースは年々増加傾向にあることから、現在配置している認

知症地域支援推進員の機能強化を図り、相談体制の充実・強化を図ります。0 

  

 
11「認知症キャラバン・メイト」：地域で認知症の方をサポートする人材（認知症サポーター）を

養成する講座を開催する講師 
12「認知症地域支援推進員」：認知症になっても可能な限り住み慣れた地域で生活するために医

療、介護及び地域の支援機関の連携強化、認知症の方等に対する支援体制強化を図る者 
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② 認知症への初期集中支援の充実（認知症初期集中支援チーム） 
認知症初期集中支援チームとは、認知症専門医の指導のもと、複数の専門職が家

族の相談等により認知症が疑われるのに医療につながっていない人や認知症初期

の人及び家族を訪問し、観察・評価と本人や家族への支援を包括的、集中的に行い、

自立生活の支援を行うものです。 

本市では、適切な治療及びサービスにつながらず支援が困難となっているケース

を中心に認知症初期集中支援チームが対応することで、適切な支援につなげていま

す。 

今後は、認知症の初期対応の重要性を広く市民に周知しつつ、地域包括支援セン

ターや関係機関等との連携を強化し、認知症に対する初期集中支援の取り組みを推

進していきます。 

 

【認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員（イメージ）】 
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③ 認知症高齢者、家族介護者支援サービスの充実 
環境の変化により症状が悪化しやすい認知症高齢者が、住み慣れた自宅や地域で

生活を続けられるよう、介護保険サービスとして認知症対応型共同生活介護、認知

症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護等が位置づけられています。本市に

は令和２年 10 月現在、認知症対応型共同生活介護 14 ヶ所、認知症対応型通所介護

２ヶ所、小規模多機能型居宅介護９ヶ所があります。引き続きこれらのサービス事

業者に対して適切な指導を行い、認知症ケアの質の確保・向上に努めます。 

また、認知症高齢者等がひとり歩きにより行方不明となった場合の早期対応を図

るため「認知症高齢者等あんしん登録」、「八女市認知症高齢者等ＳＯＳネットワー

ク」を構築しています。今後も地域包括支援センターや居宅支援事業所、地域の民

生委員と連携し、「認知症高齢者等あんしん登録」の周知と事前登録を促進します。 

 

④ 若年性認知症対策 
若年性認知症の方や家族への支援として、県が作成した「若年性認知症支援ハン

ドブック」を活用し必要な情報提供を行うとともに、若年性認知症に関する相談体

制の構築や、家族会等の当事者団体に対するより良い支援の在り方について検討し

ていきます。 

 

⑤ 認知症ケアパスの普及 
認知症ケアパスとは、認知症と疑われる症状が発生した時から、生活機能障害が

進行していく中で、医療や介護のサービスへのアクセス方法や支援の方法、地域住

民による支援等について、あらかじめ標準的に流れを決めておくものです。 

「認知症支援・在宅医療・介護ガイドブック」を作成し、認知症に関する相談対

応等に活用しています。今後、掲載内容の更新や見直しを行いながら、効果的な普

及啓発を行います。 
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２．在宅医療・介護連携の推進 

高齢化が進展し、医療と介護の両方のニーズを有する慢性疾患の患者や認知症高

齢者等の増加が見込まれています。このような高齢者が、可能な限り住み慣れた地

域で人生の最後まで暮らし続けることができるよう、市町村は地域の医療・介護の

関係機関と連携して、退院支援や日常の療養支援、服薬支援、急変時の対応、看取

り等の様々な局面において、在宅医療・介護の連携を推進するための体制整備を図

ることが求められています。 

本市では、筑後市、広川町及び八女筑後医師会において広域連携事業として体制

整備を行い、平成 30 年度から「八女筑後地区在宅医療・介護連携推進事業」を実施

しながら地域包括ケアシステムの構築の実現を目指し取り組みを進めています。 

引き続き、広域連携による事業の実施等に取り組み、多職種協働による在宅医療・

介護連携を推進していきます。 

 

【在宅医療・介護連携の推進（イメージ）】 
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３．高齢者の権利擁護と家族介護者への支援 

（１）高齢者の権利擁護の推進 

判断能力が不十分な認知症高齢者等の権利擁護に関する制度として「成年後見制

度」や「日常生活自立支援事業」があり、これらの制度の利用が必要な高齢者に対

して、地域包括支援センター等で制度の紹介を行うとともに、適切に利用できるよ

う支援しています。 

高齢者の人権や財産を守ることは高齢社会の中で重要なことであり、認知症や高

齢者虐待等、高齢者の権利擁護に関わる事案への対応が求められます。今後も地域

包括支援センターの権利擁護業務を起点として、高齢者に対する権利擁護体制の充

実を図ります。 

なお、成年後見制度については、令和２年度に策定した「八女市成年後見制度利

用促進基本計画」に基づき、本市の現状を踏まえた中核機関の設置を進め、制度の

利用を推進します。 

 

（２）介護に取り組む家族等への支援の充実 

市では、介護や支援を必要とする高齢者を在宅で介護している家族等に対して、

適切な介護知識・技術を習得することを目的とした教室を開催するほか、家族介護

支援事業を行っています。 

また、社会福祉協議会において介護知識の普及啓発や、在宅介護者の支援等の取

り組みがなされています。 

今後も、家族介護者の負担軽減の一助として、家族介護支援事業の活用を図ると

ともに、社会福祉協議会と連携し家族介護者の支援に努めます。 

あわせて、地域包括支援センターの相談機能の強化等により、家族介護者に対す

る相談・支援の充実を図ります。 
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４．福祉のまちづくりの推進 

（１）安心して生活できる住まいの確保 

① 高齢者に配慮した住環境の整備 
本市には令和２年 10 月現在、市営住宅が 36 団地（912 戸）あります。バリアフ

リー化団地は 13 団地（123 戸）で、このうち、車いすでの利用が可能な団地は３団

地（16 戸）となっています。 

市営住宅を整備する際は、高齢者等の増加に対応していくため、バリアフリーを

基本として安心して生活できる住環境づくりを進めていきます。 

 

 

② 介護保険等における施設・居住系サービスの基盤整備 
介護保険サービスにおける施設・居住系サービスは、自宅以外の高齢者の住まい

としての役割も果たしていることから、今後もニーズを的確に把握しながら、供給

体制の確保・維持と利用促進に努めます。 

また、家庭環境や経済的な理由等により自宅での生活が困難な高齢者の住まいと

して、養護老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）等の適切な利用の促進を図

ります。 

 

【有料⽼人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況】 
（単位：ヶ所） 

 八女市 

全体 

八女 

地区 

上陽 

地区 

黒木 

地区 

立花  

地区 

矢部 

地区 

星野 

地区 

有料老人ホーム

（介護付） 
1 1 0 0 0 0 0 

有料老人ホーム

（住宅型） 
14 12 0 1 1 0 0 

サービス付き 

高齢者向け住宅 
2 2 0 0 0 0 0 

（資料）⼋⼥市（令和２年４月） 
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（２）高齢者にやさしいまちづくりの推進 

① 移動・交通手段の確保 
各種アンケート調査結果等にみられるとおり、本市の高齢者の生活において、買

物や通院等に係る移動・交通手段の確保は大きな課題となっており、特に中山間地

域でのニーズが高くなっています。 

本市は、市民の移動・交通手段として、平成 22 年 12 月から予約型乗合タクシー

を市全域で運行しています。このほか、星野地区では社会福祉協議会による外出支

援サービス、上陽地区ではＮＰＯによる福祉有償運送、黒木地区・矢部地区では社

会福祉協議会による福祉有償運送等、各地域の特性に応じた移送サービスが展開さ

れています。 

今後は「八女市地域公共交通協議会」を中心に、「八女市地域公共交通網形成計画」

に沿った路線バスの乗り継ぎ拠点の整備等の利用環境の改善や、高齢者等の移動を

支える交通サービスの充実を検討します。 

また、生活支援コーディネーターの活動により、圏域ごとに高齢者の移動支援に

係るニーズや資源を把握し、必要なサービスの創出に努めるとともに、地域支援事

業の有効な活用について検討していきます。 

 

② 道路環境の整備 
高齢者や障がい者、児童等すべての人が自らの意思で自由に行動し、安全・快適

に活動できるまちとなるよう、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」に則った仕様を基本に、段差の解消や手すり、スロープの設置等バリアフリ

ー化に努めます。 

 

③ 公園・緑地の整備 
高齢者も憩いやすく、多世代と交流する場として、ふれあい広場などの身近な地

域における緑あふれる、潤いのある公園の整備・改善を図ります。 

特に公園においては、令和元年度に策定した長寿命化計画に基づき、園路の段差

解消や広場の改修等を計画的に実施し、誰もが気軽に、安心安全に利用できるよう

な整備に努めます。 
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５．防犯・防災対策の充実 

（１）避難⾏動要支援者への避難支援の充実 

近年、全国的に局地的な大雨や大規模な台風、地震等の自然災害が多発し、多数

の死傷者がでる事例が増加しています。加えて、本市は、地形的に急傾斜地や地滑

り地域が多く、土砂災害の危険性が極めて高い状況にあります。 

このため、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する人

（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する人（避難行動要支援

者）を安全に避難させるための指針として、「避難行動要支援者避難支援プラン」を

策定し、避難行動要支援者の登録等の取り組みを進めています。 

避難行動要支援者への避難支援の充実には、地域における協力体制の構築が不可

欠ですが、高齢化や近所づきあいをする人が減っていることにより、日ごろからの

見守りや災害時に手助けをする支援員の確保が難しくなっています。 

今後も、避難行動要支援者の登録を推進するとともに、自主防災組織の新規設立

や訓練等への積極的な支援を行い、地域防災力の充実に努めます。 

 

（２）感染症に対する備えの充実 

令和２年には新型コロナウイルス感染症の流行により、これまでの生活様式が一

変し、高齢者福祉サービスにも大きな影響を与えています。 

介護保険事業所等は、多くの高齢者等が集まる場所であるため、感染症の拡大防

止に配慮しなければなりません。このことを踏まえて、介護保険事業所等では、感

染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施するとともに、感染症発生時

には感染の拡大防止のため、迅速に適切な対応を図ることが必要となります。 

本市では、介護保険事業所等と連携し、介護に携わる人たちが感染症に対する正

しい知識を理解し、感染症発生時でもサービスを必要としている人へのサービスが

提供できる体制の整備に努めます。 

また、県や保健所、関係機関等と連携して、介護保険事業所等や通いの場等にお

ける感染症対策に必要な物資の備蓄や調達体制の整備に努めます。 
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（３）事故・犯罪対策の充実 

高齢化の進行とともに高齢者の自動車運転による事故（被害・加害）が増加傾向

にあり、大きな社会問題となっています。 

このため、八女警察署や交通安全協会等関係団体と連携して、高齢運転者を対象

とした講習会開催等に取り組み、「八女市高齢者運転免許自主返還支援事業」や「八

女市高齢者安全運転支援装置普及促進事業」を継続し、高齢者の交通事故防止対策

を推進します。 

また、後を絶たない「振り込め詐欺」や「架空請求詐欺」等の様々な犯罪から高

齢者を守るため、八女警察署や防犯協会等関係団体と連携して関連情報の周知に努

めます。  
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第５章 介護保険サービスの充実 

介護保険サービスは、介護保険法の規定に基づき、要介護認定者に対するサービ

ス「介護給付」と、要支援認定者に対するサービス「予防給付」に分かれて提供さ

れています。 

 

介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス
（
要
介
護
１
～
５
対
象
） 

＜居宅サービス＞ 
【訪問サービス】 

○訪問介護 

○訪問入浴介護 

○訪問看護 

○訪問リハビリテーション 

○居宅療養管理指導 

【通所サービス】 

○通所介護 

○通所リハビリテーション 

【短期入所サービス】 

○短期入所生活介護 

○短期入所療養介護 

 

○福祉用具貸与 

○特定福祉用具購入  

○住宅改修（介護給付分） 

○居宅介護支援 

＜施設サービス＞ 
○介護老人福祉施設 

○介護老人保健施設 

○介護医療院 

○介護療養型医療施設 

 

＜居住系サービス＞ 
○特定施設入居者生活介護 

○認知症対応型共同生活介護 

○地域密着型特定施設入居者生活介護 

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

＜地域密着型サービス＞ 
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○夜間対応型訪問介護 

○認知症対応型通所介護 

○小規模多機能型居宅介護 

○認知症対応型共同生活介護（再掲） 

○地域密着型特定施設入居者生活介護（再掲） 

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（再掲） 

○看護小規模多機能型居宅介護 

○地域密着型通所介護 

予
防
給
付
サ
ー
ビ
ス
（
要
支
援
１
・
２
対
象
） 

＜介護予防サービス＞ 
【訪問サービス】 

○介護予防訪問入浴介護 

○介護予防訪問看護 

○介護予防訪問リハビリテーション 

○介護予防居宅療養管理指導 

【通所サービス】 

○介護予防通所リハビリテーション 

【短期入所サービス】 

○介護予防短期入所生活介護 

○介護予防短期入所療養介護 

 

○介護予防福祉用具貸与 

○特定介護予防福祉用具購入 

○住宅改修（予防給付分） 

○介護予防支援 

＜居住系介護予防サービス＞ 
○介護予防特定施設入居者生活介護 

○介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

＜地域密着型介護予防サービス＞ 
○介護予防認知症対応型通所介護 

○介護予防小規模多機能型居宅介護 

○介護予防認知症対応型共同生活介護（再掲） 
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１．サービス基盤の整備 

小規模多機能型居宅介護について、未整備の３圏域（上陽・矢部・星野）での整

備を推進し、第８期計画では、そのうち２ヶ所での整備を目指します。 

また、地域住民の交流の場として、閉じこもり防止や健康づくり等の介護予防や

高齢者の社会参加と生きがいづくりに資する介護予防拠点づくりの在り方につい

ても検証していきます。 

【第８期計画におけるサービス基盤整備計画】 
サービス名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 計 

小規模多機能型居宅介護 １ヶ所 １ヶ所 ０ヶ所 ２ヶ所 

 

【（参考）市内の施設・居住系サービス、地域密着型サービスの整備状況】 
（単位：ヶ所） 

 
八女市

全体 

八女 

地区 

上陽 

地区 

黒木 

地区 

立花 

地区 

矢部 

地区 

星野 

地区 

介護老人福祉施設 
8 

（420） 

3 

（160） 

1 

（50） 

1 

（50） 

1 

（50） 

1 

（30） 

1 

（80） 

介護老人保健施設 
3 

（290） 

2 

（200） 
0 

1 

（90） 
0 0 0 

特定施設入居者生活介護 
2 

（95） 

2 

（95） 
0 0 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 
14 

（225） 

6 

（108） 

1 

（18） 

3 

（36） 

3 

（45） 
0 

1 

（18） 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
2 1 0 0 1 0 0 

小規模多機能型居宅介護 
9 

（253） 

3 

（83） 
0 

4 

（112） 

2 

（58） 
0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 
1 

（29） 
0 0 0 

1 

（29） 
0 0 

認知症対応型通所介護 2 1 0 0 1 0 0 

 ※施設・居住系サービス（ ）内は定員［⼈］ 
（時点）令和２年 10 月１日現在 
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２．施設・居住系サービス 

介護保険サービスの量の見込みは、まず、施設・居住系サービスの量を見込み、

その後、施設・居住系サービス以外の地域密着型サービスや在宅サービスの量を見

込みます。 

なお、第８期計画における利用量見込みにあたっては、医療・介護療養病床から

介護医療院への転換や介護離職防止のための追加的需要を勘案しました。 

施設・居住系サービスは、平成 30 年度～令和２年度の利用実績の動向から今後

の利用人数を見込みました。 

 

【施設・居住系サービスの量の⾒込み】 

 

 
 

  

実績 

（見込み） 
推計 

令和  

２年度 

令和  

３年度 

令和  

４年度 

令和  

５年度 

居宅 

サービス 

（居住系） 

特定施設入居者生活介護   81 81 81 81 

  予防給付 1 1 1 1 

  介護給付 80 80 80 80 

地域 

密着型 

サービス 

（居住系） 

認知症対応型共同生活介護   231 225 225 225 

  予防給付 4 0 0 0 

  介護給付 227 225 225 225 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

  
9 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 

合 計 240 225 225 225 

施設 

サービス 

介護老人福祉施設   462 462 462 462 

介護老人保健施設   301 301 301 301 

介護医療院   6 54 54 54 

介護療養型医療施設   0 0 0 0 

合 計 769 817 817 817 

施設・居住系サービス利用者（総計） 1,090 1,123 1,123 1,123 

（単位：人/月） 
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３．地域密着型サービス 

地域密着型サービスについては、基盤整備計画に基づき、小規模多機能型居宅介

護の新規整備分（２ヶ所）での利用増を見込みました。 

その他のサービスは、平成 30 年度～令和２年度の利用実績の動向から、今後の

利用人数を見込みました。 

 

【地域密着型サービスの量の⾒込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績 

（見込み） 
推計 

令和  

２年度 

令和  

３年度 

令和  

４年度 

令和  

５年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護   71 69 72 71 

夜間対応型訪問介護   0 0 0 0 

認知症対応型通所介護   19 19 19 19 

  予防給付 0 0 0 0 

  介護給付 19 19 19 19 

小規模多機能型居宅介護   167 169 197 226 

  予防給付 13 13 15 17 

  介護給付 154 156 182 209 

認知症対応型共同生活介護   231 225 225 225 

  予防給付 4 0 0 0 

  介護給付 227 225 225 225 

地域密着型特定施設入居者生活介護   9 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護   24 24 24 24 

地域密着型通所介護   146 145 147 146 

（単位：人/月） 
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４．居宅サービス 

居宅サービス（居住系サービス以外）は、平成 30 年度～令和２年度の利用実績の

動向から今後の利用人数を見込みました。 

【居宅サービス（居住系サービス以外）の量の⾒込み】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
実績 

（見込み） 推計 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

介護予防サービス         
  介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 

  介護予防訪問看護 15 15 15 15 

  介護予防訪問リハビリテーション 13 15 15 15 

  介護予防居宅療養管理指導 7 7 7 7 

  介護予防通所リハビリテーション 173 173 173 173 

  介護予防短期入所生活介護 8 12 12 12 

  介護予防短期入所療養介護（老健） 1 1 1 1 

  介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

  介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0 0 

  介護予防福祉用具貸与 244 244 243 244 

  特定介護予防福祉用具購入費 5 5 5 5 

  介護予防住宅改修 6 8 8 8 

介護予防支援 368 368 368 368 

  

実績 

（見込み） 
推計 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

居宅サービス         
  訪問介護 406 399 404 403 

  訪問入浴介護 22 19 19 19 

  訪問看護 142 158 161 161 

  訪問リハビリテーション 28 34 35 34 

  居宅療養管理指導 345 332 338 338 

  通所介護 825 823 830 828 

  通所リハビリテーション 381 408 412 411 

  短期入所生活介護 206 203 206 205 

  短期入所療養介護（老健） 28 37 37 37 

  短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

  短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0 0 

  福祉用具貸与 868 856 865 865 

  特定福祉用具購入費 20 20 20 20 

  住宅改修費 11 11 11 11 

居宅介護支援 1,590 1,579 1,595 1,593 

（単位：人/月） ≪予防給付（介護予防サービス）≫ 

（単位：人/月） ≪介護給付（介護サービス）≫ 
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５．介護保険サービスの量と給付費 

各サービスの利用者数に、平成 30 年度～令和２年度の１人あたり利用回（日）数

の伸び率や、１回（１月）あたり利用額の実績を勘案して、サービス量と給付費を

次のとおり見込みました。 

（１）予防給付 

【予防給付の量・給付費の⾒込み】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績
（見込み）

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

（１）介護予防サービス

給付費（千円） 0 0 0 0 
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 5,071 5,102 5,105 5,105 
回数（回） 141.6 141.6 141.6 141.6 
人数（人） 15 15 15 15 
給付費（千円） 5,836 6,631 6,635 6,635 
回数（回） 165.0 186.5 186.5 186.5 
人数（人） 13 15 15 15 
給付費（千円） 617 621 621 621 
人数（人） 7 7 7 7 
給付費（千円） 70,329 70,761 70,800 70,800 
人数（人） 173 173 173 173 
給付費（千円） 1,776 3,930 3,933 3,933 
日数（日） 21.4 48.0 48.0 48.0 
人数（人） 8 12 12 12 
給付費（千円） 247 249 249 249 
日数（日） 1.9 1.9 1.9 1.9 
人数（人） 1 1 1 1 
給付費（千円） 0 0 0 0 
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 0 0 0 0 
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 15,099 15,099 15,036 15,099 
人数（人） 244 244 243 244 
給付費（千円） 1,436 1,436 1,436 1,436 
人数（人） 5 5 5 5 

介護予防住宅改修 給付費（千円） 5,984 7,916 7,916 7,916 
人数（人） 6 8 8 8 
給付費（千円） 774 779 779 779 
人数（人） 1 1 1 1 

（２）地域密着型介護予防サービス

給付費（千円） 0 0 0 0 
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 9,244 9,301 10,710 12,113 
人数（人） 13 13 15 17 
給付費（千円） 11,104 0 0 0 
人数（人） 4 0 0 0 

（３）介護予防支援 給付費（千円） 19,567 19,687 19,698 19,698 
人数（人） 368 368 368 368 

給付費（千円） 147,084 141,512 142,918 144,384 

推計

合計【A】

予防給付

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防短期入所療養介護(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

※給付費は年間累計の⾦額、回（日）数は１月当たりの数、⼈数は１月あたりの利用者数 
※給付費は千円未満の端数があるため、内訳の合計値と合計欄の数値が合わない場合がある。 
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（２）介護給付 

【介護給付の量・給付費の⾒込み】 
 

 

  

実績
（見込み）

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

（１）居宅サービス

給付費（千円） 278,330 265,639 270,527 270,165 
回数（回） 9,031.5 8,558.1 8,712.3 8,700.6 
人数（人） 406 399 404 403 
給付費（千円） 18,871 16,101 16,110 16,110 
回数（回） 138 116.9 116.9 116.9 
人数（人） 22 19 19 19 
給付費（千円） 62,503 80,198 81,859 81,859 
回数（回） 1,251.0 1,576.5 1,608.1 1,608.1 
人数（人） 142 158 161 161 
給付費（千円） 13,330 16,853 17,325 16,862 
回数（回） 382.2 482.2 494.5 482.2 
人数（人） 28 34 35 34 
給付費（千円） 47,944 45,982 46,895 46,895 
人数（人） 345 332 338 338 
給付費（千円） 842,210 842,570 850,522 848,573 
回数（回） 9,896 9,860.1 9,946.3 9,922.8 
人数（人） 825 823 830 828 
給付費（千円） 332,670 357,363 361,191 360,450 
回数（回） 3,323.8 3,595.8 3,631.0 3,622.6 
人数（人） 381 408 412 411 
給付費（千円） 347,689 338,264 345,152 344,066 
日数（日） 3,618.9 3,516.0 3,580.7 3,568.6 
人数（人） 206 203 206 205 
給付費（千円） 28,593 33,017 33,035 33,035 
日数（日） 201.1 232.1 232.1 232.1 
人数（人） 28 37 37 37 
給付費（千円） 0 0 0 0 
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 0 0 0 0 
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 98,616 96,210 97,353 97,353 
人数（人） 868 856 865 865 
給付費（千円） 7,931 7,931 7,931 7,931 
人数（人） 20 20 20 20 
給付費（千円） 11,950 11,950 11,950 11,950 
人数（人） 11 11 11 11 
給付費（千円） 182,153 183,272 183,373 183,373 
人数（人） 80 80 80 80 

推計

介護給付

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

短期入所療養介護(介護医療院)

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護
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実績
（見込み）

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

（２）地域密着型サービス

給付費（千円） 126,703 122,165 127,311 126,567 
人数（人） 71 69 72 71 
給付費（千円） 0 0 0 0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 170,201 169,222 172,762 171,402 
回数（回） 1,884.9 1,870.0 1,902.6 1,887.9 
人数（人） 146 145 147 146 
給付費（千円） 31,671 31,865 31,883 31,883 
回数（回） 336.9 336.9 336.9 336.9 
人数（人） 19 19 19 19 
給付費（千円） 345,682 347,931 409,509 471,115 
人数（人） 154 156 182 209 
給付費（千円） 662,573 661,034 660,930 661,401 
人数（人） 227 225 225 225 
給付費（千円） 0 0 0 0 
人数（人） 9 0 0 0 
給付費（千円） 0 0 0 0 
人数（人） 0 0 0 0 
給付費（千円） 39,401 39,643 39,665 39,665 
人数（人） 24 24 24 24 

（３）施設サービス

給付費（千円） 1,418,351 1,427,062 1,427,854 1,427,854 
人数（人） 462 462 462 462 
給付費（千円） 1,013,840 1,020,067 1,020,633 1,020,633 
人数（人） 301 301 301 301 

介護医療院 給付費（千円） 30,263 283,290 283,447 283,447 
人数（人） 6 54 54 54 
給付費（千円） 0 0 0 0 
人数（人） 0 0 0 0 

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 270,045 269,031 272,005 271,690 
人数（人） 1,590 1,579 1,595 1,593 

給付費（千円） 6,381,520 6,666,660 6,769,222 6,824,279 

推計

合計【B】

介護給付

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

※給付費は年間累計の⾦額、回（日）数は１月当たりの数、⼈数は１月あたりの利用者数 
※給付費は千円未満の端数があるため、内訳の合計値と合計欄の数値が合わない場合がある。 

給付費（千円） 6,528,604 6,808,172 6,912,140 6,968,663 
介護（予防）給付の総給付費
　【C】＝A＋B
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６．介護保険の事業費 

（１）標準給付費 

介護（予防）給付等の標準給付費は、３ヶ年合計で約 219 億円になる見込みです。 

 

 

【標準給付費⾒込み額】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域支援事業費 

地域支援事業費は、３ヶ年合計で約 11 億１千万円になる見込みです。 

 

【地域支援事業費⾒込み額】 
 

 

 

 

  

（単位：千円） 

（単位：千円） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計

202,571 204,380 206,206 613,157 

164,798 164,798 167,298 496,894 

367,369 369,178 373,504 1,110,051 

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業・任意事業費

地域支援事業費　計

地域支
援事業

費

令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計

6,808,172 6,912,140 6,968,663 20,688,975 

141,512 142,918 144,384 428,814 

6,666,660 6,769,222 6,824,279 20,260,161 

250,474 234,954 234,788 720,216 

284,455 286,248 286,041 856,744 

33,980 51,294 51,253 136,527 

138,815 138,770 138,670 416,255 

140,645 141,532 141,430 423,607 

1,830 2,762 2,760 7,352 

20,615 20,814 20,963 62,392 

7,218,076 7,306,678 7,363,084 21,887,838 

3,727 3,763 3,790 11,280 

(86,677件) (87,514件) (88,142件) (262,333件)

7,221,803 7,310,441 7,366,874 21,899,118 

総給付費　【C】＝A+B

予防給付費　【A】

介護給付費　【B】

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）【D´】＝D-d

特定入所者介護サービス費等給付額　【D】

補足給付の見直しに伴う財政影響額　【d】

高額介護サービス費等給付額 （財政影響額調整後）【E´】＝E-e

高額介護サービス費等給付額　【E】
高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額　【e】

高額医療合算介護サービス費等給付額　【F】

保険給付費【G】＝C＋D´＋E´＋F

算定対象審査支払手数料 【H】＝h * 43円

審査支払手数料支払件数 【h】

標準給付費見込み額 【I】＝G+H

標準
給付費
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７．介護保険料の算出 

第１号被保険者の保険料収納必要額は、標準給付費見込み額及び地域支援事業費

の第１号被保険者負担分に、準備基金取崩額等を加減して算出されます。 

準備基金については、約６億４千万円のうち１億９千万円を取り崩すこととして

設定しています。 

これらを勘案して算定した保険料収納必要額をもとに、令和３～５年度の第１号

被保険者介護保険料基準月額を算出すると、6,000 円となります。 

 

【保険料算出の流れ】 

 

  

＝

≒ ÷ ÷

＋ ×

＋ － －

－

÷12ヶ月

保険料収納必要額　　　4,555,710千円　　

標準給付費見込み額

21,899,118千円

地域支援事業費

1,110,051千円

第１号被保険者

負担割合（23%）

調整交付金相当額

1,125,614千円
調整交付金見込み額

1,670,013千円

準備基金取崩額

192,000千円

財政安定化基金取崩による交付額

0円

月額保険料（基準額）　　　6,000円　

保険料収納必要額

4,555,710千円

予定収納率

98.80%

所得段階別加入割合補正後

第1号被保険者数(３年間)

64,042人

月額保険料（基準額）　　6,000円　　
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本市では、国の標準段階９段階に加えて、所得に応じたよりきめ細やかな保険料

設定を行うため、所得段階を 11 段階で設定しました。 

 

【第１号被保険者の所得段階別保険料基準額】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※ 第１〜３段階の（ ）は公費負担導入による軽減前の数値 
 
※「合計所得⾦額等」とは、「合計所得⾦額－特別控除額－年⾦所得額」のこと。給与所得額がある場合は、給与所得額から１０万円を
控除する。所得⾦額調整控除がある場合は、所得⾦額調整控除を加えた額から１０万円を控除する（控除後の額が０円を下回る場合
は、０円とする） 
 
※「合計所得⾦額」に給与所得額または年⾦所得額が含まれている場合は、給与所得額及び年⾦所得額の合計から１０万円を控除する
（控除後の額が０円を下回る場合は、０円とする） 
 
※「特別控除額」とは、⻑期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のこと 

所得段階 月額 年額

基準額× 0.30 1,800円 21,600円

(0.50) (3,000円) (36,000円)

基準額× 0.45 2,700円 32,400円

(0.70) (4,200円) (50,400円)

基準額× 0.70 4,200円 50,400円

(0.75) (4,500円) (54,000円)

基準額× 0.90 5,400円 64,800円

基準額× 1.00 6,000円 72,000円

基準額× 1.20 7,200円 86,400円

基準額× 1.30 7,800円 93,600円

基準額× 1.50 9,000円 108,000円

基準額× 1.70 10,200円 122,400円

基準額× 1.85 11,100円 133,200円

基準額× 2.00 12,000円 144,000円

所得等の条件 保険料率

第1段階
・生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入金額と
  合計所得金額等の合計が80万円以下の方

第2段階
本人及び

世帯全員が
市民税非課税

・本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が
  80万円を超え120万円以下の方

第3段階
・本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が
  120万円を超える方

第4段階 本人は市民税
非課税だが、
世帯員の中に
市民税課税者

がいる

・本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が
  80万円以下の方

第5段階
・本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が
  80万円を超える方

第6段階
・本人の前年の合計所得金額から特別控除額を引いた額が
  120万円未満の方

第7段階
・本人の前年の合計所得金額から特別控除額を引いた額が
  120万円以上210万円未満の者

第8段階
・本人の前年の合計所得金額から特別控除額を引いた額が
  210万円以上320万円未満の者

第9段階
・本人の前年の合計所得金額から特別控除額を引いた額が
  320万円以上400万円未満の者

第10段階
・本人の前年の合計所得金額から特別控除額を引いた額が
  400万円以上600万円未満の者

第11段階
・本人の前年の合計所得金額から特別控除額を引いた額が
  600万円以上の者

本人が
市民税課税
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８．介護給付適正化に向けた取り組みの推進（介護給付適正化計画） 

（１）主要５事業の推進 

給付適正化とは、介護給付・予防給付（以下、「介護給付等」という。）を必要と

する受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを事業

者が適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの確保とその結果として

の費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の

構築に資するものです。 

平成 29 年の介護保険制度改正では、市町村介護保険事業計画に介護給付等に要

する費用の適正化に関する事項（介護給付適正化計画）を定めるものとして新たに

法律上に位置づけられ、策定に関する指針が提示されました。 

本市では、これまでの取り組みや国の給付適正化指針の内容を踏まえ、引き続き

以下の主要５事業を中心に給付の適正化に取り組んでいきます。 

 

① 要介護（支援）認定の適正化 
認定調査（訪問調査）は市職員による直営調査で実施し、調査内容は認定審査会

事務局職員で全件点検しており、今後も職員による直営調査を基本に実施していき

ます。 

あわせて、調査員、介護認定審査会委員に対する研修等を実施することにより、

調査の質の向上、審査判定の平準化を図り、公正かつ適正な認定を行います。 

また、高齢化の進行に伴う認定申請数の動向を見極めながら、円滑な認定調査・

審査体制の維持に努めます。 

 

② ケアプランの点検（ケアプランチェック） 
介護支援専門員が適切なケアマネジメントを実施できるよう、ケアプランの点

検・指導を行っています。今後も継続して実施し、適切なプラン作成を支援すると

ともに、給付の適正化を図ります。 

 

③ 住宅改修・福祉⽤具の点検 
住宅改修は改修後の現地確認を全件実施しています。今後も現地確認を全件実施

し、適切なサービス提供を推進します。 

福祉用具の貸与・購入については、申請時やケアプランチェックの際に必要性を

確認し、助言・指導を行い、適切な福祉用具の利用が行われるよう努めます。 
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④ 縦覧点検・医療情報との突合 
福岡県国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを利用し、縦覧点検と

医療情報との突合による点検を実施しています。今後も縦覧点検・医療情報との突

合による点検を継続実施し、誤請求が多い事業所についてはケアプランチェックや

実地指導の際に重点的に指導を行うことで、給付の適正化を図ります。 

 

⑤ 介護給付費通知 
福岡県国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを利用し、すべての介

護保険サービス受給者に対して、年１回、３ヶ月分の介護給付内容（給付費）を通

知しています。 

今後も介護給付費通知を継続実施し、利用者に介護費用に対する意識向上と架空

請求等の不正や過誤請求の発見の契機とすることで介護給付費の適正化を図りま

す。 

 

 

（２）給付適正化の取り組み目標 

（１）に示した主要５事業について、以下のとおり年度ごとの目標値を定め、事

業を推進していきます。 

 

【給付適正化主要５事業の目標値】 

事業区分 指標 

実績値 目標値 

令和 

元年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

要介護（支援）認定の適正化 訪問調査点検実施率 100％ 100％ 100％ 100％ 

ケアプランの点検 
ケアプランチェック

点検事業所数 
７事業所 10 事業所 10 事業所 10 事業所 

住宅改修・福祉用具の点検 

住宅改修確認実施率 100％ 100％ 100％ 100％ 

福祉用具購入確認実

施率 
100％ 100％ 100％ 100％ 

縦覧点検・医療情報との突合 

縦覧点検実施月 全月 全月 全月 全月 

医療情報突合実施月 全月 全月 全月 全月 

介護給付費通知 通知回数 1 回 1 回 1 回 1 回 

※縦覧点検・医療情報との突合は福岡県国⺠健康保険団体連合会に委託実施 
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９．介護保険の円滑な運営のための方策 

（１）情報提供の充実 

介護保険制度や介護保険サービスに関する情報提供については、市の担当窓口や

地域包括支援センター等の相談窓口での提供のほか、ホームページや広報、出前講

座等で提供しています。 

また、介護サービス情報の公表制度により、すべての介護サービス事業者はサー

ビスの情報を公表することが義務付けられています。 

利用者自身がサービスやサービス提供事業者を選べるよう、サービスの内容やサ

ービス提供事業者に関する情報等を適切に収集し、関係者間で情報共有しながら、

市民に対する情報提供を行っていきます。 

要介護（支援）認定やサービスの利用方法等の介護保険制度の仕組みについて、

今後もホームページ、広報、パンフレット等の活用や出前講座、市の担当窓口、地

域包括支援センター等の相談窓口での情報提供・説明により、広く市民に制度の周

知を図っていきます。 

 

（２）サービス事業者指導の充実 

介護保険サービス事業者が事業を適切に運営し、質の高いサービスを利用者に提

供できるよう指導することは、給付適正化の観点からも必要であり、指定監督権限

者の責務でもあります。 

このため、本市では、市が指定監督権を有する地域密着型サービス事業者等に対

して、全事業所を対象とする集団指導と実地指導を実施しています。また、県が指

定監督権を有するその他の介護保険サービス事業者については、県による集団指導

及び実地指導が実施されています。 

引き続き、地域密着型サービス事業者等に対する指導を行うとともに、今後は実

地指導やケアプラン点検の手法の研究・検討に努め、事業者の負担軽減についても

検討します。 

 

（３）サービス従事者の研修 

サービス従事者の資質向上のための研修については、八女筑後地区介護保険事業

連絡協議会におけるサービス種別ごとの部会による研修や、医師会主催による研修

並びに地域密着型サービス事業所連携会議による研修等が行われています。 

今後もこれらの関係団体と連携しながら、サービス従事者に対する研修の実施を

支援し、従事者の資質向上を図ります。 
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（４）介護支援専門員への支援 

介護支援専門員に対する支援として、ケアマネジメント勉強会を開催しているほ

か、各圏域の地域包括支援センターの３職種（主任介護支援専門員・保健師等・社

会福祉士等）が連携して、処遇困難事例などの相談や指導助言を行っています。 

また、介護支援専門員は介護保険サービス提供の要であることから、地域包括支

援センターとの連携強化を図り、あらゆる相談に対応できる身近な相談窓口となる

よう、各圏域の地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

 

（５）相談・苦情処理窓口の充実 

市民が円滑に、より良いサービスを利用できるよう、介護保険制度における認定

からサービスの内容に関することまで、あらゆる相談に対応できる身近な相談窓口

の体制づくりが必要です。各圏域の地域包括支援センターの相談機能の充実を図る

とともに、介護保険サービス事業者や保健福祉サービス事業者、民生委員等の様々

な地域の関係者から意見を収集できる体制の強化を図ります。 

 

（６）保険者機能強化推進交付⾦等にかかる取り組み 

平成 29 年度の法改正により、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者

の取り組みや都道府県による保険者支援の取り組みが全国で実施されるよう、ＰＤ

ＣＡサイクルによる取り組みが制度化されました。 

この一環として、市町村や都道府県の様々な取り組みの達成状況を評価できるよ

う客観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取り組みを推

進するための保険者機能強化推進交付金が創設されました。 

また、令和２年度には、介護保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、

保険者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金が創設され、介

護予防・健康づくり等に資する取り組みを重点的に評価することになりました。 

各市町村が行う自立支援・重度化防止の取り組みの評価指標の達成状況に応じて、

交付金が交付されています。 

本市では、これらの交付金を活用して、自立支援事業や介護予防事業を推進して

いきます。 
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１．⼋⼥市介護保険事業計画等策定委員会規則 
平成１７年３月１１日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例（昭和５６年八女市条例第２号）

第３条の規定に基づき、八女市介護保険事業計画等策定委員会（以下「委員会」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、八女市高齢者福祉計画及び八女市介護保険事業計画の策定に関する事項

を調査審議し、市長に報告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、２０人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

（１） 八女市の公共的団体の代表者 

（２） 保健及び医療機関の代表者 

（３） 高齢者福祉団体の代表者 

（４） 知識経験者 

（５） その他市長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委員会の報告が終了するまでとする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことが

できる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２０年４月３０日規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２２年１月２９日規則第２４号） 

この規則は、平成２２年２月１日から施行する。 

  附 則（平成２４年３月２１日規則第５号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成３０年３月３１日規則第１８号） 
この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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２．⼋⼥市介護保険事業計画等策定委員会名簿 
【会長：中村秀一  副会長：城戸祐一郎 松尾宗敏】 

№ 所属 役職名 氏名 

1 八女市教育委員会 教育長職務代理者 加 藤 哲 英 

2 八女市行政区長会 上陽地区行政区長代表 久木原章次 

3 八女市民生委員児童委員連絡協議会 岡山校区民生委員児童委員会長 松 﨑 真 勝 

4 八女市民生委員児童委員連絡協議会 上陽校区民生委員児童委員会長 木 下 守 保 

5 八女市民生委員児童委員連絡協議会 黒木校区民生委員児童委員会長 緒 方 靜 磨 

6 八女市民生委員児童委員連絡協議会 立花校区民生委員児童委員会長 内 川 芳 夫 

7 八女市民生委員児童委員連絡協議会 矢部校区民生委員児童委員会長 栗 原 英 明 

8 八女市民生委員児童委員連絡協議会 星野校区民生委員児童委員会長 柿 原 敬 道 

9 八女市社会福祉協議会 常務理事 伊 藤 芳 浩 

10 八女市老人クラブ連合会 副会長 西島志乃芙 

11 八女広域シルバー人材センター 事務局長 原 野 昌 一 

12 八女筑後医師会  医療法人 城戸医院 院長 城戸祐一郎 

13 八女筑後歯科医師会  小笠原歯科 院長 小 笠 原 靖 

14 八女筑後薬剤師会  オトノハ薬局 安 田 具 一 

15 八女筑後医師会 在宅医療介護連携室 室長 宮 原 文 子 

16 
八女筑後地区介護保険事業 

連絡協議会 

社会福祉法人 八女福祉会  

理事長 
松 尾 宗 敏 

17 
八女市地域密着型サービス事業所     

連携会議 
グループホームこよみ 代表 佐藤美誉子 

18 九州大谷短期大学 教授・学科長 中 村 秀 一 

19 南筑後保健福祉環境事務所 社会福祉課長 山 田 幸 浩 

20 女性人材リスト 登録者 内野千恵子 
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３．計画策定の経過 
 

年度 期  日 内  容 

令
和
元
年
度 

令和２年１月 31 日 

～令和２年４月 30 日 
八女市在宅介護実態調査 

令和２年２月 17 日 

八女市介護保険事業計画等推進委員会 

・八女市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の 

推進状況について 

・八女市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の 

策定について 

令和２年２月３日 

～令和２年２月 21 日 

八女市高齢者に関するアンケート調査 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

令
和
２
年
度 

令和２年６月 26 日 

第１回 八女市介護保険事業計画等策定委員会 

・第８期介護保険事業計画等の策定について 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

・在宅介護実態調査について 

令和２年６月 19 日 

～令和２年７月 10 日 
八女市介護サービス事業者アンケート調査 

令和２年６月 19 日 

～令和２年７月 15 日 八女市介護支援専門員アンケート調査 

令和２年６月 10 日 

～平成２年７月３日 
八女市民生委員アンケート調査 

令和２年８月６日 

第２回 八女市介護保険事業計画等策定委員会 

・民生委員アンケート調査について 

・介護保険サービス事業者アンケート調査について 

・介護支援専門員アンケート調査について 

・第７期介護保険事業計画等の推進状況について 

・八女市の高齢者福祉等に関する現状 

令和２年９月９日 

第３回 八女市介護保険事業計画等策定委員会 

・第８期介護保険事業計画等骨子案について 

・令和３年度地域包括支援センターの体制変更について 

令和２年 10 月 27 日 
第４回 八女市介護保険事業計画等策定委員会 

・第８期介護保険事業計画等素案について 

令和２年 12 月 1 日 
第５回 八女市介護保険事業計画等策定委員会 

・第８期介護保険事業計画等素案の修正について 

令和３年１月 14 日 

～令和３年 1 月 28 日 
パブリックコメントの実施 

令和３年２月４日 

第６回 八女市介護保険事業計画等策定委員会 

・パブリックコメントについて 

・第１号被保険者介護保険料基準額について 

・第８期介護保険事業計画等原案について 

令和３年２月１２日 市長への報告・了承 

令和３年２月２４日 
市議会全員協議会において、第８期介護保険事業計画等

について説明 
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４．SDGs について 
 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）とは、平成 27

年９月の国連サミットで採択され、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に

て記載された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール（目標）

と、169 のターゲットから構成されており、令和 12（2030）年を達成年限としてい

ます。 

 

【SDGs の 17 の目標】 
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